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株式会社における計算書類・附属明細書等の

作成義務懈怠

―法改正の変遷と実効的な法規制の欠如―

千 手 崇 史

概要　株式会社はその資産状態や経営成績を株主に対して知らせるために，計算書類・事業

報告とその附属明細書を作成する義務がある。会社が計算書類等を作成しないという義務違

反は，株主に対する情報開示の観点から問題がある。しかし，その作成義務懈怠を助長する

かのように読める裁判例まで現れている。この問題につき，まず，本稿は商法・会社法の改

正を遡って調査し，「計算書類等を作成していない事態」に法が正面から対処をしていなかっ

た点を明らかにする。次に，その事態に対して判例・裁判例や学説において様々な対処方法

が唱えられてきたが，それら方法に本当に実効性があるか否かについて検証する。 後に，

令和の 新の会社法改正によって新たに生ずる問題についても言及する。

キーワード　計算書類，株主，閲覧・謄写請求権，損害賠償，株主総会の効力
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Abstract　Stock corporations are obliged to prepare financial statements（balance 

sheets, profit-and-loss statements et al）, business reports and their supplementary 

schedules in order to inform shareholder the financial status and results of operation 

of each corporation.　Some problems arise about disclosure to shareholders, in case 

that the corporation has violated the duty and hasn’t prepare these statements. 

But holdings of some case law promote the violations as a result.　As to this problem, 

this paper surveys amendment of Commercial Code and Companies Act and reveals 

that the codes and acts haven’t address directly the situation of which financial documents 

have not been created.　Several solutions have also been devised from case law and 

theories.　This paper demonstrates the effectiveness of the solutions.　This paper 

also mentions the new problem which accompanied by the newest Reiwa amendment 

of Companies Act.



Ⅰ　は　じ　め　に

株式会社の「所有と経営の分離」，すなわち，所有者たる株主と経営者たる取締役らの

役割分担をはかる仕組みは，会社が効率的に富を蓄積し増やすことを促進している。もっ

とも，同時に，資金，経営に関する権限，また経営に関する情報が取締役に偏在し，株主

の側から分かりにくくなるという弊害も生んでいると思われる。株主が詳細な企業情報に

常時触れる必要はないが，平時においても企業状態をよりよく知り，また，不祥事が疑わ

れる有事に株主として何らかの権利行使を取締役に対してしようとする場合に，その証拠

や資料を収集するための「情報開示請求権」というものが重要性を帯びてくる。中でも会

計情報は，企業の状態に関して数値をもってよりよく知り，また不祥事の兆候がある場合

にその動かぬ証拠をつかむ場合に 適な情報である。かかる会計に関連する情報に関して，

会社法は主に会計帳簿（会社法４３３条）や計算書類・事業報告・附属明細書（同４４２条）な

ど各種の帳簿・書類等の閲覧謄写等請求権を株主に与えることで対処している。中でも，

計算書類（同４３５条）は，株主総会（以下，本文において単に「総会」と表記する場合も

ある）において株主に直接開示（同４３７条）され，また計算書類と附属明細書は会社に一

定期間備え置かれ，株主らの閲覧に供される（同４４２条）， も基本的な会社の会計に関す

る情報が記載された書類であるといえる。しかしながら，近年，作成義務があるにも関わ

らず，これら書類の一部を作成していなかった会社に株主が閲覧等請求した事案において，

これら書類を再作成・開示する必要はない旨判示したようにも読める裁判例が現れ（後掲；

東京地判平成２７年７月１３日金判１４８０号５１頁），学説はこれに反対するなど議論が起こって

いる。計算書類や附属明細書等を作成しない会社があればそれは大問題であるが，現在の

会社法にそれを助長する不備があるのであれば，その不備の詳細を探り，何らかの対策を

考えなければならない。本稿は，この平成２７年東京地判の裁判例としての評価にとどまら

ず，そもそも会社が「計算書類や附属明細書等を作成・開示しない」場面に対してこれま

での商法・会社法が何らかの対処をしてきたか否かに関して法改正を遡って整理する。さ

らに，これまでの判例・裁判例と学説を手がかりにして，現行法上の枠内でこの事態に対

処するとするならばどのような方法がありうるか，またそれら方法自体にもどのような問

題点や限界があるかについても示す。
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Ⅱ　計算書類等に関する概要と法改正の変遷・

作成義務懈怠に関する先例

　１．計算書類等の作成義務と開示・株主への開示義務違反時の処理に関連する法改正

本稿の検討する計算書類等の開示に関する法規制がどのように変遷して現在に至ったか

をまず確認する。

�　昭和２５年改正前後

昭和２５年の商法改正が戦後初の大改正であり，GHQ からの働きかけのもと，計算書類

等の作成のもととなる会計帳簿等の閲覧謄写請求権が導入された点は大きな変更であるが�，

この改正において，計算書類等本体の開示に関しては特筆すべき変更は結果的に加えられ

なかった�。具体的に，昭和２５年改正前商法においては，財産目録，貸借対照表，営業報

告書，損益計算書，準備金および利益または利息の配当に関する議案� の作成義務が課さ

れており（昭和２５年改正前商法２８１条），また，同２８１条規定の５種の書類に監査報告書を

加えて，定時株主総会の一週間前から本店に備え置く義務が課され（終期に関する規定な

し），株主と会社債権者の閲覧・謄写に供することとされていた（営業時間内何時でも可

能で，裁判所の許可も不要；同２８２条）�。当該公示の趣旨は株主・会社債権者の保護にあ 

る�。なお，昭和４９年改正前の商法では株主総会の際に計算書類等が送付される制度はな

いので，株主がこれを知りたいと思えば自ら閲覧・謄写請求をしなければならなかった�。

そして，「貸借対照表」「営業報告書」「損益計算書」「準備金および利益または利息の配当

に関する議案」の４種類は株主総会の承認を経なければならず（商法（昭和２５年改正前・

後同じ）２８３条第１項），承認を得られた「貸借対照表」を取締役は公告する義務を負う

（同２項）�。以上の規定は，昭和２５年改正前からのものが改正後も存続している。
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� 会計帳簿を直接閲覧謄写させるという点に関しては日本側の抵抗も大きく，業務財産検査役
（現行会社法では３５８条）に調査をさせるという案も浮上していたところである（議論の過程等の
詳細につき，中東正文『商法改正［昭和２５年・２６年］GHQ/SCAP 文書　日本立法資料全集本巻
９１』解９７�解９８頁（信山社出版株式会社，２００３）。なお，会計帳簿閲覧謄写請求権も本研究と関連
性が深く重要であるが，紙幅との関係で，本稿では詳しくは扱わない。
�　大森忠夫・矢沢惇編『注釈会社法�会社の計算』９頁以下［服部榮三執筆］（有斐閣，１９７０）。
� 中東・前掲注�解３８�解３９頁。当時の２８１条は本文で述べた書類を列記し，会社に作成義務を課

す規定となっていたが，学説は既にこれらを総称して「計算書類」と呼んでいたようである（大
森ほか編・前掲注�１０頁［服部］（有斐閣，１９７０）参照）。
�　中東・前掲注�解３８�解３９頁，大森ほか編・前掲注�３０頁以下［服部］。
�　大森ほか編・前掲注�３０頁［服部］。
�　上柳ほか・後掲注�（４９年改正）２５３頁［服部榮三執筆］参照。
�　大森ほか編・前掲注�３７頁［服部］。



一方，昭和２５年改正では，前述の２８１条書類の附属明細書に関して２９３条ノ５に規定が置

かれ，取締役が毎決算期から４か月以内に２８１条書類の附属明細書を作成し本店・支店に

備え置くべきこと（同１項），附属明細書には業務・財産の状況を詳細に記載すべきこと

（同２項）が新たに規定された�。昭和２５年の改正には，株主総会の権限を縮小し取締役の

権限を拡大する一方，株主に各種の監督是正権を与えるという趣旨があった�。監督是正

権を有効適切に行使させるためには業務・財産状況のさらに正確な知識が欠かせないが，

計算書類本体だけでは十分な情報開示とはならない。これに関して，昭和２５年改正で導入

された会計帳簿閲覧・謄写請求権は，計算書類のオリジナルの帳簿を閲覧させる制度であ

るが，行使要件が厳格である。附属明細書の閲覧等に関する権利は計算書類閲覧で不足す

る情報を補うと同時に，会計帳簿の閲覧の代償としての意味合いが強かったようである�。

なお，株主は附属明細書に関して，営業時間内はいつでもその閲覧・謄写等をすることが

できるという規定も置かれていた（昭和２５年改正商法２９３条の５第３項）が，（計算書類と

は異なり）債権者は閲覧等請求権を持たない。

当時の商法２８１条の書類や附属明細書が開示されない事態への対処には議論が既にあっ

た。まず，損害賠償責任である。計算書類の作成義務懈怠は法令違反となり（計算書類作

成義務を負っていない）他の取締役が監視義務に基づいて，作成を怠っている取締役に書

類の作成を促す義務を負う（ただし，代わって作成することは認められない）�。また，監

査役への提出を怠った場合�，備え置きをしなかった場合� も同様である。加えて，虚偽

の計算書類を作成した場合も法令違反となる。作成義務を負う取締役のこれら違反は「法

令」に違反する行為（不作為）として，取締役の会社に対する損害賠償責任（商法（昭和

２５年改正前・後同じ）２６６条１項５号）を発生させ，他の取締役も監視義務を根拠として

同様の責任を負う�。計算書類の重要事項に関する不実記載は，第三者への損害賠償責任

も生じさせうる（同２６６条の３第１項後段）�。他に，正当な閲覧等請求を不当に会社が拒

絶する場合（後述）も対第三者責任発生原因となる（同２６６条の３第１項）�。次に，計算

書類の作成懈怠という違法行為を，違法行為差止請求（同２７２条）によってやめさせると
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�　大森ほか編・前掲注�３５８頁［前田庸執筆］。
�　大森ほか編・前掲注�３５９頁［前田］。
�　大森ほか編・前掲注�３５９頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�２６頁［服部］。なお附属明細書につき，同３７２�３７３頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�２６頁［服部］，同３７２�３７３頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�３３頁［服部］，同３７２�３７３頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�２７頁［服部］，同３７２�３７３頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�２８頁［服部］，同３７２�３７３頁［前田］参照。
�　大森ほか編・前掲注�３６頁［服部］，同３７２�３７３頁［前田］参照。



いう形で，結果的に計算書類を作成させることを請求できるかどうかについて議論があっ

た�。さらに，書類を備え置くことをせずに計算書類承認の株主総会がなされた場合は，

その株主総会の取消原因となる�。株主の閲覧権に関しては拒絶事由等の定めはないが，

会社が正当な理由なく株主等の閲覧請求を拒絶した場合も，同様に計算書類を承認する株

主総会決議が瑕疵（招集手続の法令違反）を帯びるとされる�。その他，計算書類に記載

すべき事項を記載せず，又は不実記載をなした場合は３０万円以下の過料（同４９８条１項１９

号），書類備え置き義務に違反した代表取締役も３０万円以下の過料をそれぞれ課せられる

（同２０号）�。もっとも，計算書類が作成されないなどの理由で開示されない事態について

の直接の定めは置かれていなかった。

�　昭和４９年改正

その後，昭和４９年の改正においては，いわゆる「中間配当」の制度（昭和４９年改正商法

２９３条ノ５）が導入され，決算手続に大幅な変更が加えられるなどし�，それに伴い計算規

定の大幅な改正が行われた。計算書類の作成義務との関連では「財産目録」の作成義務が

なくなり�，規定の位置が変えられた� ことを除けば，大きな変更は加えられていない。

計算書類等の公開・開示に関しては，総会の一週間前から本店に，「貸借対照表」「損益計

算書」「営業報告書」「準備金および利益または利息の配当に関する議案」「計算書類の附

属明細書」および，「計算書類・附属明細書の監査報告書」を備置く義務が規定された�

（同２８２条１項）。そして，株主に加えて新たに債権者も，営業時間内はこれら書類の閲覧
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�　大森ほか編・前掲注�２６頁［服部］参照。
� 書類の備置きが総会招集手続の一環をなしていると考えられていた（大森ほか編・前掲注�
［服部］３３�３４頁）。
�　大森ほか編・前掲注�［服部］３６頁。
� 大森忠夫・矢沢惇編『注釈会社法�のⅡ　株式会社の解散・清算，外国会社，罰則』４３４頁［谷

川久］（有斐閣，１９８０）参照（なお，同４３４頁に「不記載については無過失で，不実記載について
は過失を要件として，過料の制裁を受けると解する」との記述がある）。
� 概要につき，上柳克郎ほか編『注釈会社法 補巻（昭和４９年改正）』２２１頁以下［竹内昭夫執筆］（有

斐閣，１９９０）参照。
� 財産目録の重要性が低下したことが理由である（上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２２９頁［服

部］参照）。当期の利益額を算定するにあたり，純資産の裏付けを伴って，期首と期末資本の増
減を計算する方法を「財産法」といい，資本を増加させる収益から，資本減少をもたらす費用を
控除する利益計算方法を「損益法」という（桜井久勝『財務会計講義［第２１版］』）４３�４４頁参照

（中央経済社，２０２０）参照）。昭和４９年改正前には「財産法」に重点を置く会計思考が一般的で
あったが，昭和４９年改正では会計帳簿に基づいて貸借対照表を作成する（誘導法）という「損益
法」が明定されるに至った（上柳ほか・同２２８�２２９頁［服部］）。
� 昭和４９年改正前２８１条本文は計算書類を監査役に提出すべき旨も定めていたが，昭和４９年改正

商法はその規定を新設の２８１条の２に移した（上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２２７�２２８頁［服部］
参照）。取締役の計算書類作成義務を強調する考えが背後にあったようである（上柳ほか・同２２８
頁［服部］参照）。また，逆に，旧法では別の条文（昭和４９年改正前２９３条の５）で規定されてい
た附属明細書の作成義務を２８１条の本文に規定しなおしたが，附属明細書の重要性が増したこと
がその理由である（上柳ほか・同２２７�２２８頁［服部］参照）。
�　上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２４９�２５０頁［服部］参照。



謄写を請求できることとされた（同２８２条２項）�。さらに，これら書類は基本的に株主総

会招集通知に添付されることとなった（ただし，附属明細書は株主総会での承認が必要な

いので除かれている；同２８３条２項）�。

書類の作成義務懈怠などによって，これら書類が開示されない事態に関してはどうか。

まず，昭和４９年改正前同様，取締役の責任が発生しうる点に争いはない。次に，総会決議

の効力との関連では，計算書類や監査報告書等を株主総会招集通知に添付しなかった場合

には承認決議が取消されることと解されている�。一方，本店備置義務を怠った場合でも，

決議取消事由とはならないと解されていたようである�。過料の制裁に関しては，昭和４９

年改正前と大きくは異ならない。上記の通り，監査報告書や附属明細書の規定の変更に伴

い，監査報告書等へ記載すべき事項を記載せず，又は不実記載がなされた場合にも，取締

役らは３０万円以下の過料が課されることとなった（同４９８条１項１９号）。備置義務違反に関

する過料も，書類の範囲が拡大（附属明細書の監査報告書が加わる）した点以外同じであ

る（同２０号）。なお，株主総会招集通知への計算書類や監査報告の添付義務違反（同２８３条

２項）につき特に罰や過料などの制裁はない�。

�　昭和５６年改正～平成１４年改正

昭和５６年改正において，「貸借対照表」「損益計算書」「営業報告書」「利益の処分又は損

失の処理に関する議案（名称の変更�）」と，これらの附属明細書の作成義務に加えて，「取

締役会の承認」を受けるべきことが新たに明示された（昭和５６年改正商法２８１条）。法改正

等との兼ね合いで，取締役会決議によって書類が確定することと改められたためである�。
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�　上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２４９�２５０頁［服部］参照。
� 株主が自主的に開示請求をして閲覧するのは不便であり，その実際的効果が乏しいと考えられ

たので，すべての株主が事前にこれら書類の内容を知りうることとしたのである（上柳ほか・前
掲注�（４９年改正）２５１�２５３頁［服部］参照）。
�　上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２５３頁［服部］参照。
� 計算書類を株主総会前に送付する制度が創設されたため，昭和４９年改正商法ではこのような解

釈がとられる（上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２５３頁［服部］参照）。なお，裁判例として東京
地判昭和２８年３月９日下民４巻３号３６８頁。
�　上柳ほか・前掲注�（４９年改正）２５３頁［服部］。
� 昭和５６年改正前に「準備金および利益または利息の配当に関する議案」という名称であったが，

この表現では任意積立金は記載が不要となり，また，収支が損失である場合にはこの処理議案も
出さなくてよいこととなる。しかし，実務では総会にはこれらの事項も含めたすべての議案が提
出されていたため，その実情に合うように表現が変更された（元木伸『改正商法逐条解説〔改訂
増補版〕』１７９頁（商事法務研究会，１９８１））。
� 営業報告書（昭和５６年改正商法２８３条），および，会計監査人・監査役の適法意見のある貸借対

照表・損益計算書に関しては株主総会決議が不要とされたため，取締役会承認によってこれら書
類は確定することになる（元木・前掲注�１７８�１７９頁）。これとの兼ね合いで，計算書類はすべて
株主総会において承認されるべきと定めていた昭和５６年改正前２８２条が改正され，営業報告書は
総会報告事項とされた（元木・同１９０頁）。また，貸借対照表の公告を分かりやすくする観点から，
要旨の公告でも足りることとされた（昭和５６年改正２８２条３項）（居林次雄『改正会社法詳解』２８
頁，３６�３７頁（税務研究会出版部，１９８１），元木・同１９０頁）。



計算書類等の公開・開示に関しては，特に重要な変更が加えられた。改正前には計算書

類等の備置きの始期が総会の一週間前と定められ，終期の定めがなかった�（上述）が，

昭和５６年改正商法２８２条は定時総会の二週間前と始期を改め�，（総会の二週間前から）５

年間本店に，３
　

 年間支店に備え置くべきものと規定して終期を明確にする� ことで，旧法

下で争いのあった点� を明確にした。株主・債権者が営業時間内にこれら書類の閲覧・謄

写等請求をすることができる点は昭和５６年改正前の商法を引き継いでいる。なお，厳密に

いうと「備置」義務とは株主・債権者の閲覧権の行使を可能にさせる状態，言い換えると，

閲覧等請求があれば直ちに応じられるような状態に書類を置いておく義務�（ゆえに，法

定期間を過ぎたら「直ちに閲覧に応ずる義務」はなくなる）をいうのであって，保存期間

については何ら規定するものではない�。なお，計算書類等開示制度の趣旨は一般に，所

有と経営の分離の結果として経営から疎外された株主の利益保護や，間接有限責任制度の

代償として債権者の利益保護をはかるべきことにある� とされる。昭和５６年改正前は，計

算書類の備置制度が株主総会招集手続の一環として，株主総会準備・違法配当阻止のもの

と解する余地も大きかったものが，５６年改正で終期が定まることで，確定後の計算書類の

間接開示をも目的とするという趣旨がさらに明確になったといえよう�。

これら書類が開示されない事態に関して，取締役の責任が発生しうる点と株主総会決議

の瑕疵が問題となりうる点は昭和５６年改正前と特段の議論の変化は見られない。過料の制

裁に関しても文言の整理が行われただけで，昭和５６年改正前と変更はない�。計算書類等

が作成されていない事態に関する規定は依然として置かれていない。

その後，平成１４年の改正では計算書類等会社関係書類の電子化に関わる改正がなされた。

具体的に，貸借対照表の要旨の公告（平成１４年改正前商法２８３条４項）にかえて，取締役
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�　稲葉威雄著『改正会社法』３５０頁（金融財政事情研究会，１９８２）。
� 昭和５６年改正前商法において，附属明細書に関する監査報告書の取締役会への提出が定時総会

の一週間前までであったが，昭和５６年改正で（小会社を除き）計算書類・附属明細書・監査報告
書の備置を総会招集通知発送時期と同じ，総会の二週間前に揃えたものである（稲葉・前掲注�
３５１頁）。
�　稲葉・前掲注�３５１頁。
� 昭和５６年改正前は総会の当日まで備置すればよいという見解（松田二郎・鈴木忠一『条解株式

会社法［下］』３９６頁（弘文堂，１９５２））がある一方，判例（ 判昭和４６年６月３日民集２５巻４号
４６９頁）は総会よりも後も備置義務があると判示していた。
� 上柳克郎ほか編『新版注釈会社法�　株式会社の計算�』７１頁［倉沢康一郎執筆］（有斐閣，

１９８７）。
�　元木・前掲注�１８９頁。
� 上柳・前掲注�６６頁［倉沢］。なお，それ以前の制度の変遷に関して，蓮井良憲「株主による

会社備置書類の閲覧請求」加藤勝郎ほか編『商法学における論争と省察―服部栄三先生古稀記念』
７５５�７５８頁（商事法務研究会，１９９０）。
�　上柳・前掲注�７０頁［倉沢］。
�　元木・前掲注�２６８�２７１頁。



会決議をもって貸借対照表またはその情報を，インターネット上で公告することが認めら

れた（平成１４年改正商法２８３条４項但書・５項）�。ただし，電子貸借対照表の公開は「要

旨」では足りず，また定時株主総会を経た日から５年間の開示が必要とされている�。そ

の他，平成１４年の改正で連結計算書類制度（大会社）が導入され�，計算関係規定の法務

省令への大幅な委任が実現するなど�，計算に関する規定には大きな動きがあったが，計

算書類等の作成義務懈怠に関して特段の議論の変化は確認できない。

�　平成１７年会社法～平成２６年改正

平成１７年に会社法が単行法化したが，その際「貸借対照表，損益計算書，株主資本等変

動計算書，個別注記表」の四種類を計算書類と呼ぶことと再定義され（会社法４３５条），旧

商法のときとその範囲・内容が変更されている�（同４３５条２項，会社計算規則５９条１項）。

営業報告書と利益処分案が会社法では「計算書類」から除外されたが，営業報告書は必ず

しも計算に関するものではない点，利益処分案は株主総会議案として整理しなおされた点

がそれぞれ理由である�。会社法４３５条第２項の規定では「計算書類」に加えて「事業報告

並びにこれらの附属明細書�」の作成義務もあきらかにされている。旧法下において，会

計事項・非会計事項が混在した「営業報告」とは異なり，会社法上の「事業報告」は財務

情報以外の会社の状況に関する事項を報告する（会社法施行規則１１８条）ものと整理され，

計算書類とは別建てとされたものである�。これら計算書類等�（計算書類・事業報告・附

属明細書�）に関して，定時株主総会の一週間前（取締役会設置会社は二週間前）から，
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� 立花宣男『 新　改正商法と商業登記実務のポイント』３１９頁以下（新日本法規出版株式会社，
２００３）参照。
�　立花・前掲注�３２４頁。
� 詳しくは，始関正光『Q＆A　平成１４年改正商法』２６３頁以下（商事法務，２００３），立花・前掲

注�３３７頁以下。
� いわゆる有価証券報告書提出義務のある株式会社は，商法上の計算書類と証券取引法（当時）

に基づく計算書類の両方を作成する負担へ対処する必要があり，また証券取引法に関する会計基

準の国際的な動きとの整合性を保つ必要もあったため，商法会計を省令等に委任して，証券取引
法会計との統一性を持たせた上で迅速な変化に対応できるようにした（始関・前掲注�２５５以下）。

� 奥島孝康・落合誠一・浜田道代編『新基本法コンメンタール会社法２』３４６頁［前田修志執筆］
（日本評論社，２０１０），江頭憲治郎・弥永真生編『会社法コンメンタール１０―計算等�』５３１頁以
下［中島弘雅執筆］（商事法務，２０１１）。なお，金商法分野の「財務諸表」（財務諸表規則１条１
項）は，貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書，キャッシュフロー計算書及び附属明
細表を指すため，範囲が異なる。
�　奥島編・前掲注�３４７頁［前田］。
� 記載事項につき，会社計算規則１１７条（解説として，弥永真生著『コンメンタール会社計算規

則・商法施行規則［第３版］』５３５頁以下（商事法務，２０１７））。
�　江頭編・前掲注�１５７頁［片木晴彦執筆］。
� 監査報告・会計監査報告が作成されている場合は，これも含む（江頭編・前掲注�５３５頁［弥

永真生執筆］）。
� 会社法では非会計事項に関する事業報告書の附属明細書，会計事項に関する計算書類について

の附属明細書を区分した（江頭ほか編・前掲注�１５６頁［片木］）。



本店に５年間，支店に３年間備え置くべきこととされている点（同４４２条１項２項）は，

旧法下と実質的に変更がない�（別に，計算書類とその附属明細書は作成日から１０年間の

保存義務が課される（同４３５条４項））。定時総会前の備置義務は「株主総会における株主

の権利行使の準備に供する」こと，備置開始日から５年・３年の備置を要求されるのは

「将来の取締役の責任追及などに備え」ることがそれぞれ趣旨となる�。そして，株主・債

権者は会社の営業時間内はいつでも，計算書類等が書面をもって作成されているときは当

該書面（または写し）の閲覧や謄本抄本交付請求をすることができるとされており（同４４２

条３項），この点も実質的には変更されていない�。附属明細書以外の書類はすべて株主総

会時に株主に直接開示（同４３７条）されるが，附属明細書だけは株主総会の招集通知時に

添付されない（同４３７条参照）ため，附属明細書の内容を知るにはこの閲覧権を用いるし

かない�。会社法においても，これら閲覧等請求権の趣旨は株主に対しては権利行使に関

わる情報開示，債権者に対しては会社の財産・損益状況に対する情報開示である� とされ

ていて，変化はない。

では，計算書類などが開示されない事態への対処はどうか。備置義務違反（同４３５条４

項）や閲覧請求拒絶が総会決議取消事由になるかどうかに関しては争いがあるが，多数説

はこれを認め，また，株主総会に伴って株主に直接開示される書類とそうでない書類（附

属明細書）を分けて考えるべきであるとする�（詳細は後述）。次に，損害賠償請求に関し

て，会社法は特別の責任を規定しておらず，民法や会社法の中の責任に関する一般規定を

用いることとなる�。即ち，会社が閲覧請求者に対して不法行為等に基づく損害賠償責任

（同３５０条，民法７０９条）を負いうる他，取締役が任務懈怠責任（対会社；会社法４２３条，対

第三者；同４２９条）などに基づいて責任を負う� が，損害の有無とその額の算定は依然とし
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� 奥島ほか編・前掲注�３６１頁［前田］。現行法では，計算書類等が電磁的記録で作成されており，
法務省令で定めた開示方法をとっている場合（会社法４２２条３項三・四号，会社法施行規則２２７条）
は，支店における計算書類の備置は不要である（会社法４４２条２項）。
�　奥島ほか・前掲注�３６１頁［前田］，江頭ほか編・前掲注�５３２�５３４頁［弥永］。
�　奥島ほか・前掲注�３６２頁以下［前田］。
� 本文でも述べた通り，そもそも附属明細書の開示を認めた趣旨は会計帳簿の情報の代替にある
（戸塚・後掲注�１１１頁，西山（忠）・後掲注�１５０頁など）。つまり，一応現行法上もオリジナル
の帳簿である会計帳簿の閲覧権は規定されているが，事実上これに会社が対応できない等の理由
から少数株主権とされている。よって，これに比肩するほどの情報を株主に得させる方法として，
附属明細書の閲覧権を付与したというのである。
� 奥島ほか・前掲注�４２１頁［前田］。なお，会社法においては 低資本金が撤廃されているので，

会社債権者が適切な対応をとるために，本条により情報の開示を受けるという必要性は，平成１７
年改正前商法よりも高まったと言えるかもしれない（江頭・前掲注�５３３頁［弥永］）。
�　奥島ほか・前掲注�３６２頁［前田］，江頭・前掲注�５４５頁［弥永］。
�　江頭・前掲注�５４４頁［弥永］。
� 江頭・前掲注�５４４頁［弥永］。なお，本稿とは直接関係しないが，計算書類等に虚偽記載があ

れば，立証責任の転換された対第三者責任が発生しうる（会社法４２９条２項一号ロ）。



て難問である�。その他，計算書類等に記載・記録すべき事項を記録しなかった場合や，

虚偽の記載をした場合（同９７６条１項７号），備置義務に違反した場合（同１項８号），正

当な理由なく閲覧等請求を拒絶した場合（同１項四号）には，取締役等が１００万円以下の

過料に処される�。この点は規定の位置がかわっただけで，旧商法との間で変更は加えら

れていない。以上のほかに，計算書類等の作成義務懈怠があった場合に「作成して交付せ

よ」と請求できるかどうかは，やはり，規定からは直ちに明らかにはならない。

なお，平成２６年に会社法が大きく改正されたが，本稿が問題とする計算書類に関する上

記法規制に関しては変更が加えられなかった� ため，平成１７年会社法の議論は現行法にほ

ぼそのままあてはまる。

以上の通り，昭和２５年から現在までの法改正を詳細に整理してみたが，計算書類等の作

成義務懈怠に関する法規制は正面からは設けられず，主に過料のペナルティと損害賠償責

任の追及，株主総会決議の取消しの訴えという間接的な方法に関する議論が現在でも残っ

ているのみであった。

２．計算書類等の作成義務懈怠が問題とされた裁判例

次に，計算書類等の作成義務懈怠が正面から問題とされた裁判例を簡単に検討する。

�　東京地判昭和５５年９月３０日判タ４３４号２０２頁�（昭和５５年東京地判）

（事案）被告会社（Y１）の代表取締役（Y２）から株主Ｘが株主資格の有無をめぐって株式

帰属訴訟を提起され，結果的にＸが株主であることが確認された。しかし，Ｘが当該訴訟

の間株主としての扱いを受けられなかった慰謝料を不法行為に基づく損害賠償請求によっ

てＹらに請求するとともに，当該期間中の計算書類・附属明細書の閲覧・謄本交付請求を

した（昭和５６年改正前商法２８２条３項）。保存期間の過ぎたものについて請求が棄却され，

それ以外についてＹ側は計算書類がまだ作成されていないので交付義務がない旨主張して

争った。
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�　戸塚・後掲注�１１２頁。
� 詳細につき，奥島孝康・落合誠一・浜田道代編『新基本法コンメンタール会社法３』５６２頁�５６３

頁［淺木愼一執筆］（日本評論社，２００９）。
� 奥島ほか編・前掲注�４０７頁［前田］。備置義務と株主等による閲覧等請求（４４２条関係）につ

き，同・４２０頁以下［前田］。備置などの義務に違反することが総会決議の瑕疵となるか否かにつ
き，同・４２２頁［前田］。過料の制裁については，９７６条７号に，全部取得条項付き種類株式の取
得や株式併合にかかる資料等が加えられ，また同８号に監査等委員会設置会社の監査等委員会の
議事録が新たに付け加わったのみで，実質は変更されていない（奥島ほか編・前掲注�６０５頁［淺
木愼一執筆］）。
� 評釈として，前田重行「判批」判タ４７２号１９７頁（１９８２），龍田節「判批」商事１０００号１１５頁（１９８４）。



（判旨）「会社は，株主から計算書類及び附属明細書の閲覧又はその謄抄本の交付の請求が

あった場合には，既に作成され，備え置かれたものの閲覧等の請求に応じる義務があるば

かりでなく，決算期の到来後になお計算書類等の作成・備置きがないときは，これらの書

類を作成し，備え置いた上，その閲覧等の請求に応じる義務があるものというべきである。

思うに，計算書類等の公示の制度は，株主に対しては，その株主総会の審議の準備に資

するのみならず，株主が常に会社の財産状態，経営成績等を把握して，代表訴訟の追行，

取締役の違法行為差止請求等によって直接取締役の業務執行を是正し，ひいては自己の利

益をも擁護するための基礎資料の取得を保障しようとするものであるが，もし，計算書類

等の作成・備置きがないときは，会社は計算書類等の閲覧等に応じる義務がないものと解

するとすれば，会社は，これらの書類の作成・備置き義務の不履行によって，その閲覧等

の請求に応じるべき商法上重要な義務を免れ得るという不当な結果を招くこととなって計

算書類等の公示の制度は，全く実効性を欠き，その趣旨を全うすることができなくなると

考えられるからである。したがって，会社は，計算書類等が決算期後においても作成され

ていないことをもって，株主に対し，その閲覧等を拒む理由とすることはできないものと

いわなければならない。」

�　東京地判平成２７年７月１３日金判１４８０号５１頁�（平成２７年東京地判）

（事案）不動産賃貸業を営む被告株式会社（Ｙ社という）の株主（Ｘという）が，Ｙ社に

対して計算書類や事業報告，これらの附属明細書の閲覧等を会社法４４２条に基づいて求め

た。うち，一部は備置期間を経過したとの理由で，また一部は既に直接交付したとの理由

で棄却されたが，残った過去数年分（６２期から６７期；判決文では「別紙２」文書に相当）

の事業報告・附属明細書に関して，Ｙ社は「作成していないので存在しない」，Ｘは「作

成義務があるから存在するはずである」とそれぞれ主張して争いになっている。

（判旨）「株主が会社に対して，会社法４４２条３項に基づき，計算書類等の謄本の交付を請

求する場合には，株主が当該請求に係る計算書類等が存在することについて立証責任を

負っていると解すべきである。

本件においては，被告の計算書類等の一部である別紙２文書の存在について争いがある
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� 評釈として，弥永真生「判批」ジュリ１４８９号２頁（２０１６），浜辺陽一郎「判批」法学研究（慶
應義塾大学）８９巻８号９９頁（２０１６），本村健ほか「判例紹介」商事２０９０号６３頁（２０１６），吉田正之

「判批」金判１５０４号２頁（２０１６），片木晴彦「判批」ジュリ臨増１４９２号『平成２７年度重要判例解説』
１１４頁（有斐閣，２０１６），前田修志「判批」ジュリ１５２１号１２６頁（２０１８），島田志帆「判批」商事
２２０１号４５頁（２０１９），拙稿「判批」商経学叢（近畿大学経営学部）６５巻３号２５３頁以下（２０１９）。
なお，本稿執筆時，控訴中である。



から，原告はその存在について立証すべきところ，同文書が存在すると認めるに足りる証

拠はない。なお，被告に別紙２記載の文書について作成義務があるからといって，それの

みで同文書が作成され，存在すると推認することはできない。

したがって，別紙２記載の文書が存在するとは認められない。」

「原告は，仮に，別紙２記載の文書が存在しないとしても，被告にはこれらを作成した

上，原告に対してその謄本を交付すべき義務がある旨主張する。

しかし，会社法４４２条３項において，「計算書類等が書面をもって作成されているとき」

（同項１号）あるいは「計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは」（同項３

号）と規定されていることからすれば，同条は，会社において計算書類等が実際に作成さ

れていることを前提として，その謄本の交付請求等を認めているものと解されるのであっ

て，会社が計算書類等を作成していない場合において，株主が会社に対して，同項に基づ

いて計算書類等の作成することまで請求することはできないと解される。

したがって，被告の計算書類等の一部である別紙２記載の文書が存在するとは認められ

ない本件においては，原告は，被告に対して，同文書を作成した上でその謄本の交付を請

求することはできない。」

「よって，原告の請求のうち，被告の第６２期ないし第６７期の計算書類等の謄本の交付を

求める部分は理由がない。」

�　簡単な考察

再作成義務のみに焦点を当てると，昭和５５年東京地判� は肯定，平成２７年東京地判は否

定の立場を取っているように見える。なお，昭和５５年東京地判の控訴審である東京高判昭

和５８年３月１４日判時１０７５号１５６頁（昭和５８年東京高判）� も「商法二八二条二項に基づき株

主が同法二八一条一項所定の書類の閲覧等を請求しうるのは，当該書類が作成されて現存

する場合に限られるからであるから，未だその書類が作成されていないときは，作成懈怠

について取締役等の責任が別途追及されることがあるのは格別，当該書類の閲覧又は謄抄

本の交付を請求するに由ないものというべきである」と判示し否定説をとっている。その

他，一旦交付された計算書類附属明細書の謄本に不備があったため，要件を充足するもの

の再交付を求めた事案で，大阪地判昭和４３年３月１４日下民集１９巻３・４号１４３頁� が，「株
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� この事件は昭和５６年改正で計算書類の備置義務の終期が定まる前の事案ではあるが，この款で
論ずることに影響は与えない。
�　評釈として，久保欣也「判批」判時１０９１号２００頁（１９８３）。
� 評釈として，戸塚登「判批」法時４１巻３号１１０頁（１９６９），西山忠範「判批」ジュリ４９４号１４８頁
（１９７１），久留島隆「判批」法学研究４４巻８号（１９７１）。



主は要件を充足する附属明細書を作成してその謄本を交付せよと要求する実体法上の権利

を有しないと解するのが相当である�」と判示する。さしあたり，昭和５５年東京地判を除

く裁判例は「計算書類等が作成されていれば株主が閲覧する権利がある」「作成されてい

ない場合に株主が再作成を請求することはできない（その義務は株主に対する義務ではな

い）」との考えをとっているように見受けられる。

学説・実務のほうも見てみると，再作成義務を否定する見解もわずかにみられる� もの

の，大半は以下のような根拠により再作成義務を肯定する立場をとる�。まず，平成２７年

東京地判のような再作成義務を実質否定する考え方をとってしまうと，計算書類の作成・

開示等を義務づけている会社法の規制を崩壊させてしまい正義に反するという趣旨のこと

を主張する点でこれら学説は共通している�。次に，平成２７年東京地判を批判する形で，

会社法４４２条の文言は同４３５条をうけて書き分けているだけである点� が理由として挙げら

れている。既述の通り，平成１４年改正前の旧商法では２８１条で計算書類等の作成義務を明

らかにし，その２８１条の書類に関して２８２条１項で備置義務，同２項で株主・債権者の閲覧

等請求権を課しており，平成２７年東京地判のような解釈はできなかった。平成１４年に計算

書類等の電子化の改正が行われ，そこで計算書類等の閲覧等請求に関する規定（平成１４年

改正商法２８２条３項）の文言が，「書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ閲覧ノ請求（一

号）」「電磁的記録ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ内容ヲ

法務省令ニ定ムル方法ニ依リ表示シタルモノノ閲覧ノ請求（二号）」等という形で整理さ 

れ�，これが会社法４３５条に引き継がれているだけである。要するに，紙媒体と電磁的記録

を書き分けただけなのであって�，「書類を作成していなければ開示義務を免れる」という
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� 取締役の責任と過料の制度によってその実現を確保したにとどまり，積極的に商法の要件を充
足する附属明細書謄本を作成・交付せよという要求できる根拠を見いだし得ない，というのが判
決の述べる理由である。本文の冒頭で述べたとおり，この判決が出された当時は株主総会前一週
間の備置しか明文規定されておらず，この事案はその期間経過後の再交付請求ではあった。この
判決に反対し，書類の訂正・再作成義務や説明請求権などを設ける・認めるべきだと主張する見
解として，戸塚・前掲注�１１２頁，西山（忠）・前掲注�１５０頁。
� 本村ほか・前掲注�６３頁，久保・前掲注�２０２頁。なお，島田・前掲注�４８�４９頁は，規定の文

言や，間接強制による強制が理論的にも難しい点などを指摘し，２７年東京地判の結論に「賛成す
べきなのだろう」と述べる。
� 例えば，久留島隆「計算書類附属明細書（２・完）」横浜経営研究４巻４号１０８頁（１９８３）によ

れば，附属明細書の再交付請求をあまりに広く認めると濫用的な閲覧請求をする株主が増えるこ
とも考慮し，記載事項の著しい脱落・明白なる虚偽記載の場合に，取締役は善管注意義務に基づ
き一定の範囲で解説請求・再交付請求にも応じなければならない。このように，再交付請求を大
筋で肯定する見解は古くから存在する。
�　吉田・前掲注�５頁，片木・前掲注�１１５頁，前田・前掲注�１２８頁。
�　弥永・前掲注�３頁，浜辺・前掲注�１０７頁。
�　立花・前掲注�３２３頁。
�　吉田・前掲注�５頁，前田・前掲注�１２８頁。



ような趣旨ではない。その他，再作成義務肯定説は，そう解しなければ過料を課している

ことの説明がつかない点�，過料を課すだけでは制度の実効性の確保が難しい点� などを

理由として挙げる（なお，上述の通り作成義務懈怠への損害賠償請求も理論上は可能であ

るが，実効性が乏しい点では同じであろう）。さらに，計算書類の作成は会社に大きな負

担を強いるものではない点� も理由の一つに挙げられている。再作成義務を否定すると，

もととなる諸帳簿の記帳義務も蔑ろにし，ひいてはほとんどの閲覧謄写請求権が無意味な

ものとなってしまうのではないか�。

ここで，事案をもう少し詳しく見てみると，昭和５５年東京地判は計算書類本体も作成さ

れていなかった可能性が高い�。仮にそうだとすると，その違反は重大であるといえ，ま

た株主が会社の会計情報を得られなくなるという影響も大きい。このような事案について

は，上記のように計算書類等の作成義務懈怠を助長するような解釈を批判し，再作成義務

を認める多くの学説の立場は妥当しやすい。一方で，平成２７年東京地判の事案でその作成

義務懈怠が問題とされているのは事業報告・附属明細書の一部であり，株主がこれによっ

てどのような情報を入手しようとしていたのかは，判決文から詳しく読み取ることはでき

ない。仮に株主がまだ入手していない情報を正当に閲覧等請求しているのであれば，やは

り再作成義務を肯定する立場からの平成２７年東京地判への批判は妥当する。一方，仮に株

主が既に取得している情報と重複する情報をあえて閲覧等請求していたのであれば，その

請求の背後には情報を取得する権利を別の目的に用いるという濫用的な意図がある可能性

も否定できず�，裁判所がその意図を感じ取って請求を認めない態度をとったのだとすれ

ば，その発想は理解できなくはない�。もっとも，仮に株主側に濫用的な意図がある場合

であったとしても，計算書類・附属明細書の両方に関して平成２７年東京地判が「会社が計

算書類等を作成していない場合において，株主が会社に対して，同項に基づいて計算書類

等の作成することまで請求することはできないと解される」という文言を用いて，その作
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�　弥永・前掲注�３頁，浜辺・前掲注�１０７頁。
�　吉田・前掲注�６頁。
� 少なくとも現代は会計ソフトを使って作っており，総勘定元帳から計算書類をプリントアウト

することだけで容易に作成ができる（浜辺・前掲注�１０７頁）。
�　戸塚・前掲注�１１２頁。
� 計算書類と附属明細書の閲覧等が求められ，会社がそれを拒んで争いになっていること，判決

文もそれを受けて「計算書類及び附属明細書」に関して判示していることからうかがえる。
� なお，濫用的な計算書類等の閲覧等請求を拒絶するための規定は存在しないため，権利濫用等

一般法理に頼るしかない。
� 仮にこのように考えられるとすれば，裁判所は実質的にその書類作成義務の懈怠が重大であっ

たか否かによって判断を分けている可能性もある。もっとも，その明確な基準が読み取れるほど
の事例が蓄積していないのが現状である。



成義務懈怠を助長してしまうかのようにも読める判示をしてしまった点に関しては，やは

り既に紹介した多くの学説による批判が当てはまるであろう�。

以上の通り，計算書類等の作成義務懈怠という問題に対して，裁判例の多くは特に対処

をする姿勢を見せておらず， 高裁による判断もなされていない。一方，学説の多くは，

計算書類等の作成義務懈怠を放置ないし助長してしまうかのように読めるいくつかの裁判

例を批判し，また，再作成義務を認める見解も複数存在するという状況であるが，いずれ

も決め手に欠ける状況である。そもそも，会社法は計算書類が作成されていない事態を想

定していない可能性すらあるとの指摘さえある�。

Ⅲ　計算書類等の作成義務懈怠に関する対処法�

既述の通り，法律は過料のペナルティと損害賠償責任の追及，株主総会決議の取消しの

訴えという間接的な方法によってこの問題に対処する。このうち，過料は支払わせるだけ

で計算書類等の作成を直接義務づける機能は持たない。また，損害賠償請求の方法も，そ

もそも「計算書類を作成しないことによって株主に生じる損害額」というものの算定が困

難を極めるということが考えられ，その実効性に疑問があり，やはり書類の作成を直接義

務づけるものではない。（その他，株主総会取消しの訴えに関しては本章で詳しく述べる）。

また，作成義務懈怠が直接問題となった裁判例に関しても，上記の通りまだ論争が続いて

いる。そこで本章では，計算書類等の作成義務懈怠に関して，これまでに唱えられてきた

他の解釈論や関連裁判例を中心にその方法の実効性を検証する。
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� 例えば，仮に株主が情報を取得しているのであればその点を詳しく調査し「訴えの利益がない」
という理由で却下する等，別の処理方法も可能であったのではないか。
�　弥永・前掲注�３頁。
� 商法・会社法上の制度と，この款で述べた議論以外に，計算書類作成を結果的に促す制度とし

て，税法上の青色申告の制度（詳細につき，金子宏『租税法［第２３版］』９３８頁以下（弘文堂，２０１９））
がある。これは税務署長の承認を条件に様々な税制上のメリット（金子・同９３９頁）を享受でき
る制度である。帳簿書類の備付・記録・保存が財務省令に従って行われていない場合（法人税法
１２７条１項一号；調査に応じない場合も含む（金子・同９４２頁）），帳簿書類に取引の全部・一部を
隠蔽・仮装して記載・記録し，その他，記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑
うに足りる相当の理由がある場合（同三号）などに青色申告が取り消されうる。その他，税務職
員による検査に当たって，帳簿書類を適時に提示することが可能なように態勢を整えて「保存」
していなかった（積み重なった段ボールに帳簿書類が入ったままになっており，繰り返しの税務
調査協力要請にかかわらず提示の申出がなされなかった）場合も青色申告の取消事由となりうる

（ 判平成１７年３月１０日民集５９巻２号３７９頁参照）。この青色申告制度自体が帳簿書類の作成を推
奨するための制度（金子・同９３９頁）ではあり，実際に帳簿書類の作成を義務づける（強く促す）
効果を持つことは確かだが，「株主にいかに情報開示をするか」という本文の問題意識とは直接
の関係を持たないので脚注での指摘にとどめた。



１．間接強制

計算書類や附属明細書等作成懈怠の場合に株主が作成せよと請求できるか否かという問

題について，他の法領域まで視野を広げると，さらに議論がある�。会社法学においては，

株主が書類を作成せよという実体法上の権利を有し，それを間接強制によって強制するこ

とができるという立場が唱えられていたが�，その理由付けや理論的根拠を詳しく述べた

ものは見当たらない。そこで，この方法の実効性を確認したい。間接強制とは「代替性の

ない作為義務（不代替的作為義務）�」に関して，債務を履行しない債務者に対して，債務

の履行を確保するために相当と認められる一定の金銭を債権者に支払うべきことを命じて

債務者に心理的な圧力を加えてその意思により請求権の内容を実現させるという履行強制

方法であり（民事執行法１７２条�），不代替的作為義務とは，債務者本人が履行をしなけれ

ば債務本来の目的を達成できないものをいう�。先例を見てみても，計算書類や附属明細

書等の作成義務そのものに対して間接強制の可否を問題とした判例は見当たらない。

ここで，民事執行法学の議論を見てみると「会社取締役等の計算書，報告書等の作成義

務（会社４３８条・４９７条）�」「貸借対照表の作成義務�」が不代替的作為義務の例として挙げ

られている場合があり，間接強制の方法は，理論上は可能で実際上も効果があるようにも

思える。間接強制が禁止される典型的な場面にも当たらない�。また，会社関係書類の事

例ではないが，公害防止協定に掲げられた廃棄物広域処理場の資料の閲覧謄写を命じた仮
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� 龍田・前掲注�１１７頁は，計算書類の作成を命ずる給付訴訟も可能であるが，直接強制する手
段はないと結論づける。
�　大森ほか・前掲注�３７３頁［前田］（附属明細書に関する記載）。
� かつては，間接強制が債務者への人格（意思の自由）への侵害が大きい等の面を考慮し直接強

制・代替執行が不可能な場合にのみ間接強制が許されることとされていた（間接強制の補充性）。
しかし，近年において非金銭請求の重要性が増している点，また金銭執行が機能不全を起こして
いる点などから，平成１５年・１６年民事執行法改正においてこの補充性が大幅に緩和され，不動産
の引渡し・明渡し，動産の引渡し（１６９条），代替的作為義務等（１７１条）などの場合も債務者の
選択に基づいて間接強制が選べるようになっている（詳細につき，上原ほか編・後掲注�２２５頁� 
２２８頁参照）。このように，間接強制はその利用可能範囲を拡大する傾向にある。

� なお，現行民法４１４条２項３項の規定は，令和２年施行の新民法に伴って削除され，改正民事
執行法１７１条１項一号二号へ移される（上原敏夫・長谷部由起子・山本和彦編『民事執行・保全
法〔第５版〕』２２１頁（有斐閣，２０１７）参照）。
�　深沢利一著・園部厚補訂『民事執行の実務（下）〔補訂版〕』８５９頁（新日本法規，２００７）。
� 深沢ほか・前掲注�８５３頁引用。なお，山本和彦・小林昭彦・浜秀樹・白石哲編『新基本法コ

ンメンタール民事執行法』４２８頁以下［大濱しのぶ執筆］（日本評論社，２０１４），松本博之『民事
執行保全法』３３０頁以下（弘文堂，２０１１）参照。
�　松本・前掲注�３３０頁。
� 意思表示をなすべき債務，債務者の自由意思に反して履行強制しても債務本来の内容実現が期

待できない場合（例；演奏や絵画），債務者の自由意思に反して履行強制をすることが現代の文
化観念に反する場合（例；夫婦同居義務），債務者の意思だけで履行できない場合（例；本文で
言及する大決昭和５年１１月５日），債権者において特別な設備をしなければ債務を履行できない
場合（例；送電設備が必要な場合），不相応に多額の費用がかかったり，心理的圧迫を与えても
義務履行が期待できない事情のある場合などは間接強制が許されないと解されている（深沢ほか・
前掲注�８５４�８５５頁，山本ほか編・前掲注�４３０頁［大濱］参照）。



処分に対する間接強制として，履行の完了まで１日につき１５万円の支払を許容した事例

（東京高裁平成７年６月２６日判時１５４１号１００頁�）などもあり，計算書類や附属明細書等「書

類」の作成そのものが間接強制になじまないことはなさそうにも思える。

しかし，間接強制には不代替的作為義務等を命じた債務名義が必要となる�。計算書類

等作成義務懈怠の場面では，取締役が株主のために計算書類等を再作成すべき旨の判決が

必要となることになるが，冒頭で法規制の変遷を確認した通り「株主に対する再作成義務」

が規定されたことは一度もない。参考までに，もう一つ事例を紹介すると，Ｘ銀行がＡに

対する債権の質物としてＹ名義のＢ社株券を預かったが大震災で焼失したことから，新株

券の発行交付を会社に求めた事案に関する大判昭和５年１１月５日新聞３２０３号７頁� がある。

この判例は，会社が更に新株券を発行すべき義務を有すると判示した原審に言及した上で，

その義務があるからといって容易に二重の株券発行を肯定すべきか否か即断することが許

されず，「本件債務ノ履行ハ債務者ノ意思ノミニ係ルモノト謂フヲ得ズ」と判示し，株券

再発行への間接強制を否定している。この事件で問題となっているのは，株式の二重交付

を避ける判断が債務者（会社）だけではできないという点で，計算書類等の作成義務懈怠

とは場面が異なる。しかし，「誰に対する義務」か，別の言い方をすれば「請求者に権利

（債権）があるか」ということが確定しなければ間接強制はできないことはこの昭和５年

大判からも明らかである。また，申立書にも，債務者の債権者に対する債務を履行しない

場合に「債務者は債権者に対し，○×期間経過後の翌日から履行済みまで１日につき金○

×円の割合による金員を支払え」等と記載せねばならない�。会社法４４２条の計算書類等開

示請求権が株主の権利だとはいえても，書類の作成そのものが会社からみて「個々の株主」

に対する債務（株主から見て再作成請求権）という性質を持たなければ，間接強制は許さ

れない。個々の株主が再作成請求権を持つか否かという点は，既述の法改正の過程を参照

しても，正面からは認められておらず，裁判例も分かれており， 高裁も判断を示してい

ないため，間接強制が（仮に効果があるとしても）可能だという確証は持てない。なお，

「計算書類等作成義務懈怠による損害賠償（不法行為）」裁判上請求することは可能で，そ

の損害賠償債務への間接強制は可能だが，そもそも損害賠償額の算定が困難を極める上，

仮に可能だとしても，金銭を払わせることで書類の作成義務懈怠を事実上容認してしまう
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�　主に，間接強制によっても履行がなさないことが民事執行法１７２条の「事情の変更」に当たる
ことについて判示した事例である。なお，書類の作成自体があるかどうかは明らかにされていな
い。
�　深沢ほか・前掲注�８５９頁。
�　評釈として，遠藤浩「判批」民研５２０号３３頁（２０００）参照。
�　三谷忠之『民事執行法講義［第２版］』２５３�２５４頁（成文堂，２０１１）参照。



結果にもつながる点には躊躇を覚える。

２．株主総会決議取消しの訴え

�　株主総会決議取消しの訴え一般

計算書類等が作成されていないということは備置義務・間接開示義務などにも違反して

いるはずであるが，これら義務違反と計算書類を承認した（はずの）株主総会決議の効力

との関係には議論があった。計算書類の承認決議（会社法４３７条）が取り消されうるなら

ば，その判決は遡及効を持つので�，計算書類等の再作成義務を観念できる場合があるか

もしれない。なお，附属明細書は株主総会承認決議事項ではない（同４３７条参照）ので少

し注意が必要である。

まず，全体像を確認しておくと，株主総会決議の取消しの訴えについて定める会社法８３１

条は，「招集手続又は決議方法の法令・定款違反（同１項一号）」，「決議内容の定款違反

（同二号）」「特別利害関係者の議決権行使により著しく不当な決議がなされた場合（三号）」

の三つの決議取消事由を規定する。「招集手続の法令違反」としては，取締役会設置会社

で書面の招集通知をしなかった場合（同２９９条２項二号）や取締役会決議なしに代表取締

役により招集通知がされた場合（同２９８条４項）などがある他，計算書類との関連では「監

査役監査を受けていない場合」が取消原因となることが判例によって認められている（

判昭和５４年１１月１６日民集３３巻７号７０９頁�）。その他，「決議方法の法令違反」として，株主

でない者により議決権行使がされた場合，定足数を満たしていない場合，取締役会設置会

社において予め議題となっていない事項につき決議がなされた場合（ 判昭和３１年１１月１５

日民集１０巻１１号１４２３頁�），また，「招集手続，決議方法の不公正」として，出席困難な場
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� 大判昭和６年６月５日民集１０巻６９８頁，判タ５００号１１２頁，大隅健一郎＝今井宏著『会社法論
（中）［第３版］』１３５頁（有斐閣，１９９２），田中誠二『会社法詳論（上）［３全訂版］』５１１�５１３頁
（勁草書房，１９８２），奥島ほか編・前掲注�３８２頁［小林］，江頭憲治�『株式会社法［第７版］３７１
頁』（有斐閣，２０１７）など参照）。
� 判タ４０６号８６頁掲載。なお，この昭和５４年 判は，本文で述べた通りの瑕疵と関連して，取消

訴訟の出訴期間に関する先例としても引用される。具体的に，総会決議無効確認の訴え提起後，
同様の瑕疵につき決議取消の訴えを予備的に追加し，当該決議取消に関しては出訴期間を過ぎて
いたが，当初の無効確認の無効原因と追加した取消の瑕疵が重複していた場合に，出訴期間を満
たしたことになるかが問題となった事案である。 高裁は「株主総会決議の無効確認を求める訴
において決議無効原因として主張された瑕疵が決議取消原因に該当しており，しかも，決議取消
訴訟の原告適格，出訴期間等の要件をみたしているときは，たとえ決議取消の主張が出訴期間経
過後になされたとしても，なお決議無効確認訴訟提起時から提起されていたものと同様に扱うの
を相当とする」と判示している。評釈・解説として，梅津昭彦「判批」岩原紳作ほか編『会社法
判例百選［第三版］』９０頁（有斐閣，２０１６），加美和照「判批」鴻常夫ほか編『会社判例百選［第
四版］』８８頁（有斐閣，１９８３），篠田省二「判例解説」法曹界「 高裁判所判例解説　民事篇　昭
和５４年度」３６４頁（１９８３）など。
�　判タ６７号６０頁掲載。



所・時期による総会招集，動議の無視，発言機会を与えないこと（後掲 判昭和５８年６月

７日）などが該当する。以上のように，客観的にみて違法性や不当性が明らかで重大な瑕

疵がある場合に取消しが認められている�。

�　計算書類等の備置義務違反などによる株主総会決議の取消し

�　昭和５６年商法改正前の事件

計算書類等の備置義務違反と決議取消事由に関する古い先例として，東京地裁昭和２８年

３月９日下民集４巻３号３６８頁（昭和２８年東京地判）がある。これは，計算書類を株主総

会前に備え置く義務に違反したことの他に，監査役選任手続の違法などを主張して，株主

が総会決議取消しの訴えをした事案である。計算書類との関係で，昭和２８年東京地判は取

締役が計算書類等の備置きを怠った場合は「書類の総会の承諾をえられないかも知れない

より大きい危険を負担したまま総会に臨まなければならないだけで，かかる懈怠を以て総

会の招集又は決議の方法の瑕疵ということができない」として，これは取消事由に当たら

ないとしたものの，計算書類を承認する株主総会に「特別の利害関係を有する」取締役３

名が議決権行使した点で総会決議の取消しを認めている。一方，有限会社の事例であるが，

計算書類の事前の備置を怠った会社が，総会の当日に印刷して社員に配布した上で承認決

議をなした事案に関して，株主（社員）が本店に備え置かれた計算書類を予め閲覧して準

備して総会に出席するという制度趣旨を強調し，株主総会招集手続の瑕疵・決議取消事由

になると認めた事例があった（東京高判昭和４８年１０月３０日金法７２７号３８頁（昭和４８年東京

高判））。一見立場が分かれているようにも思えるが，途中で法改正が行われているため，

その点に注意しながら検討する。

まず，昭和５６年改正前商法２８３条は，同２８１条の書類� について株主総会での承認等を要

求する条文であった。そして，同２８４条  は「定時総会ニ於テ前条第１項ノ承認ヲ為シタル

後２年内ニ別段ノ決議ナキトキハ会社ハ取締役又ハ監査役ニ対シテ其ノ責任ヲ解除シタル

モノト看做ス但シ取締役又ハ監査役ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と規定

し，２８３条の株主総会での承認等一定要件のもと取締役等の責任を免除する定めとなって

いた。また，同様に昭和５６年改正前は，特別利害関係人による議決権行使は株主総会にお
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� 手続の意味を「集団意思の形成」とみて，集団意思の形成に 小限必要と認められる手続が欠
けたかどうかを基準とする見解として，龍田・前掲注�７７�７８頁。
� 財産目録，貸借対照表，営業報告書，損益計算書，準備金および利益または利息の配当に関す

る議案がこれに当たる（再掲）。
  取締役・監査役が負う責任を過重ならしめないことが公平にかない，経営上適当であることか

ら，計算書類の承認の付随的効果として責任免除を定めていた（大森ほか・前掲注�５０頁，５２頁，
５５頁［服部］）。



いてもできなかった 。そのため，計算書類承認の株主総会では（株を保有する）取締役

等は特別利害関係人にあたり，その議決権行使が法文上は違法であった 。要するに，上

記昭和２８年東京地判は，計算書類の備置懈怠を瑕疵と捉えなくとも株主総会決議を取消し

うる事案であったといえる。昭和５６年改正で上記２８４条が削除され ，特別利害関係人の議

決権行使が禁止はされなくなった  ために，昭和２８年東京地判は直接参照することはでき

ない。なお，計算書類の公示をせず，株主が賛否の態度を決するために必要な準備を予め

なして総会に臨むことを不能にするときは，決議の成立手続が著しく不公正であることに

なる場合もあり得るとして取消を認めるとする説は，当時からも有力に唱えられていた 。

そして，既述の通り昭和４８年東京高判の直後である昭和４９年の商法改正により，定時株

主総会招集通知の添付書類として，計算書類（附属明細書は含まない）と監査報告書の謄

本の添付が要求されるようになったため（昭和５６年改正前商法２８３条２項） ，仮にこれら

書類に関して備置義務を怠ったとしても，その瑕疵は株主総会決議取消事由を構成するほ

ど重大ではない，又は裁量棄却事由  に該当すると解する余地は出てきていた 。よって，

この昭和４８年東京高判も現行法に直接当てはめることはできない。しかし，昭和４８年東京

高判の前後を通して，通説は，（有限会社に限らず）株主・債権者への間接開示の重要性

及び備置・開示が株主総会手続の一環をなすことを重視し，これを怠った場合には株主総

会決議取消事由を構成することを一貫して主張していた 。そのような中，既述の通り，
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  昭和５６年改正前商法２３９条５項（大森忠夫・矢沢惇編『注釈会社法�株式会社の機関』７９頁以
下［菱田政宏執筆］（有斐閣，１９６８））。

 　松田二郎『会社法概論』１４０頁（岩波書店，１９６８），大森ほか・前掲注�５５�５６頁［服部］。
  この規定による責任免除の意味に関してはかねてから疑問が持たれていたところ，昭和５６年改

正において，この規定のあり方について相当複雑な議論が行われた末，商法２８４条は削除された
（上柳ほか編・前掲注�９２�９３頁［倉沢］）。明確な存在意義が見いだせず，また，他の規定との不
整合を起こしていたことが主たる理由のようである。

  昭和５６年改正後２４７条１項３号（上柳克郎ほか編『新版注釈会社法�』３１５�３１７頁［岩原紳作執

筆］（有斐閣，１９８６））。
  平出慶道「判批」東京大学商法研究会編『商事判例研究�昭和二十八年度』１６３頁（有斐閣，

１９６３）参照。なお，平出教授は「特別利害関係」に関する論点について，昭和２８年東京地判のよ
うに，該当すると解する立場は「承認決議がなされれば二年の経過により原則として取締役の責
任が解除されることを理由とする」と解説しつつ，当該責任解除が承認決議の当然の効果ではな
いことから，取締役は承認決議自体に特別の利害関係を有するものとはいえないと主張して，「特
別利害関係」の論点に関しても昭和２８年東京地判を批判している。

 　上柳ほか・前掲注�８４頁［倉沢］。なお，現行会社法４３７条につながっている。
  昭和５６年改正商法２５１条。もともと昭和２５年改正前にあった規定を一旦削除し，昭和５６年改正

で再度置いたものである（上柳・前掲注 ３７１頁以下［岩原紳作執筆］）。
 　判タ１０６３号１８０頁，潘・後掲注 １９４頁参照。
  大隅＝今井・前掲注�３７７頁，上柳ほか・前掲注�７１頁［倉沢］，奥島ほか編・前掲注�４２２頁
［前田］など参照。なお，株主が「賛否の態度決定をするための準備をして総会に臨むことを不
能にし，決議の成立手続が著しく不公正となる」ことを条件とする平出説（前掲注 ）に対して，
通説は備置義務違反自体が重大な手続違反に当たると捉えているようである。



昭和５６年改正で計算書類備置きの終期が定まることで，計算書類の備置規定の趣旨が株主

総会手続の一環をなすことに加えて，株主・債権者への間接開示も趣旨としていることが

さらに明確にされた。

�　昭和５６年商法改正後の事件

昭和５６年商法改正後の事例を検討してみよう。宮崎地判平成１２年７月２１日判タ１０６３号１８０

頁  は，被告会社が第５８期定時株主総会に関して営業報告書（計算書類の一部）と株主総

会議事録，株主名簿写しを株主らに交付したことだけが明らかであるものの（それ以外の

計算書類を交付したかどうかは判決文から明らかではない），計算書類の附属明細書を作

成することをせず，その備置を怠った株主総会手続の法令違反を取消原因として，株主総

会決議取消しの訴えを株主が提起した事案である 。なお，附属明細書に関して，被告は

「作成していたが，閲覧に供するための整理判別がなされていなかった」旨主張しており，

附属明細書に関しては存否そのものが争われてもいる。平成１２年宮崎地判は「商法２８１条

１項に定められた計算書類等を本店に備え置くことは，定時株主総会招集手続の一環とし

て定められた法令上の義務（監査特例法２３条４項 ）であって，その趣旨は，株主に計算

書類等をあらかじめ閲覧させることによって，これを承認するか否かを検討した上で総会

に出席することを可能にさせ，株主の総会出席権及び議決権を実質的なものにすることに

あると解される。商法は，取締役が法令の規定に反して会社又は第三者に損害を与えたと

きは，会社又は第三者に対する損害賠償責任を負うことを定め（商法２６６条の第１項，同

条の３第１項），かつ，監査特例法は，取締役が計算書類等の備置を怠ったときは，１００万

円以下の過料の制裁を科すなどの制裁規定を置き（監査特例法３０条１項６号），取締役に

対して法令に定められた手続を遵守することを強く要請している。よって，本件総会の招

集手続には法令に定められた手続に反した違法があるところ，前記のとおり，計算書類等

の備え置きが法令上の義務として定められた趣旨に照らせば，このような招集手続の瑕疵

は軽微なものとはいえず，本件総会の招集手続には看過できない違法があるといわざるを

えない。」と判示することで，附属明細書の存否そのものに触れず，計算書類とその附属
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 　評釈として，居林次雄「判批」金判１１１８号６２頁（２００１）。
  当時は既に昭和４９年改正後であり，計算書類が総会招集通知添付書類として直接開示される法

制度へと変わっていた時代であったが，この会社はいわゆる商法特例法上の小会社であり，計算
書類を総会の招集通知添付書類として送付する義務は課されていなかった（株式会社の監査等に
関する商法の特例に関する法律２３条４項，２５条１項参照）。つまり，昭和４９年改正の影響を受け
ず現在も通用する事例であり，「書類を作成していない」点で本稿の取扱う事例と近い。

  昭和５６年改正商法特例法２２条１項の小会社（資本金額が１億円以下の株式会社）は，同法２３条
４項に基づき，定時株主総会の１週間前から計算書類及び監査報告書を本店に備え置く義務が課
されると規定されている。



明細書の備置義務違反を捉えて株主総会決議取消事由となると判示した上で，裁量棄却事

由にも当たらない旨  判示した。

平成１２年宮崎地判に対しては会社側から控訴がなされ，附属明細書を作成していなかっ

たが，それに代るべきものとして税務申告用に用いる明細書を本店に備え置いていたから

招集手続には瑕疵はない旨主張がなされたが，控訴審である福岡高判宮崎支部平成１３年３

月２日判タ１０９３号１９７頁  は，税務申告用書類の備置では附属明細書を備え置いたことにな

らない点 ，招集通知に附属明細書謄本を添付・交付しなかった違法がある点を付け加え

た他，原判決である平成１２年宮崎地判をほぼ引用して，株主総会決議取消事由となること

を認めた。このように，平成１２年宮崎地判・平成１３年福岡高判ともに，計算書類の備置・

間接開示は総会招集手続の一環となる重要な手続であることから，それらの義務違反はい

ずれも株主総会決議取消事由となる旨判示し，学説の多くもこれを支持している 。なお，

（既述の通り）当時の商法２８３条により計算書類と監査報告書が株主総会添付書類とされて

おり，これによって直接開示が果たされていたが，平成１２年宮崎地判・平成１３年福岡高判

宮崎支判の事案で問題となった会社は小会社であり，右規定の適用が除外されていた（商

法特例法２５条；つまり，計算書類・監査報告書・附属明細書いずれも間接開示である）。

通説は「各論として」昭和５６年改正後から現行法に至るまで，計算書類・事業報告・監査

報告・会計監査報告などの備置義務懈怠があったとしても，株主への直接開示が要求され

ている（会社法４３７条）ため，取消原因ではない（又は裁量棄却事由となる）と唱える一

方，附属明細書は同４３７条により直接開示の対象とならないため，その備置義務違反は総

会決議取消事由となると解している 。また，平成１２年宮崎地判・平成１３年福岡高判の評

釈を見ても，当該事案で計算書類は実質的に株主に開示されていた（任意に交付されてい

た）点を捉えて，備置義務違反があったとしても決議取消事由とならないが，附属明細書
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  本文の判示に続けて「取締役が附属明細書を本店に備え置くことを怠ったとしても，計算書類
等を総会で承認されない危険をおかして総会に臨まねばならないだけのことで決議取消の原因と
はならない」とする被告の主張（昭和２８年東京地判を根拠としている）を取り上げた上で，平成
１２年宮崎地判は「しかし，このように解すると，総会において結果的に多数の株主からの承認を
得られさえすれば，手続の瑕疵は一切問わないということになり，総会における株主の議決権を
実質的なものとするべく株主に事前に十分な情報を与えるために定められた制度の趣旨を無視す
るに等しいというべきであり，右主張を採用することはできない。また，本件決議の取消の訴え
を商法２５１条によって棄却することは相当ではない。」として排斥している。

  評釈として，藤井正夫「判批」判タ１１２５号１１３７頁（２００３），潘阿憲「判批」ジュリ１２７０号１９３頁
（２００４）。

 　東京地判昭和５５年９月３０日判時９９２号１０３頁参照。
  潘・前掲注 １９５頁。居林・前掲注 ６３�６５頁（会計帳簿を見たわけではないし，会社の提供し

た資料で附属明細書を補うに足りない），藤井・前掲注 １３７頁（被告会社は閉鎖会社であるとす
ると，手続き的な公正さこそが重要となる）。

 　大隅＝今井・前掲注�３７７頁，奥島ほか編・前掲注�４２２頁［前田］。



の不開示は決議取消事由となると解する説が唱えられている（なお，株主総会で承認され

るのは計算書類本体（現行会社法４３８条）であるので，ここでは附属明細書の備置義務違

反が計算書類本体の承認決議取消事由となるという趣旨であろう） 。

まず，平成１２年宮崎地判・平成１３年福岡高判を離れた一般論として，「備置義務違反」

の決議取消事由該当性について，私見も通説の考え方を支持する。もし株主が必要とする

計算書類が株主総会に先立って直接開示されていれば，この計算書類の情報の開示という

制度趣旨には抵触しないため，間接開示の場面で備置義務違反という違法を総会決議取消

事由に該当するほど重大なものと捉える必要はない（または裁量棄却事由となる） 。一 

方，株主に直接開示されない附属明細書等の間接開示書類の備置義務違反は株主総会決議

取消事由になりうる。附属明細書にも計算書類本体に尽くされない情報が豊富に記載され

ており，計算書類では附属明細書の情報全部を代替することは不可能である 。また，オ

リジナルの帳簿である会計帳簿の閲覧謄写請求を行うことで附属明細書の内容を補完する

ことが可能かもしれないが，当該請求を計算書類等の閲覧謄写請求と同時になすことは必

須ではないし ，実際に会計帳簿の閲覧請求が正面から認められることはあまり期待できず ，

これら書類による附属明細書情報の補完は期待できない。

�　株主総会の決議取消判決の遡及効と瑕疵の連鎖

ここで，瑕疵の連鎖について触れておく。一つの期につき総会決議の瑕疵を主張しても，

仮に訴訟係属中に瑕疵のある総会決議を上書きするような決議が行われるなどの事情が生

じ， 初の訴訟が訴えの利益を欠くことになってしまうと，この手段は実効性がなくなっ

てしまう。これに関し，例えば，役員選任決議（昭和４０年期）に関する株主総会決議取消

しの訴えの係属中に問題となっている役員全員が任期満了で退任し，再度同じ人物らが株
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 　潘・前掲注 １９６頁。
  もっとも，株主総会決議後に株主となった場合や，過去の計算書類を遡って閲覧する場合など，

計算書類本体に関して交付を受けていない株主が閲覧請求をした場合には，他にこの情報へアク
セスする手段がないため，備置義務違反は総会決議取消事由を構成すると考えるべきであろう。

  「資本金準備金の増減」「固定資産の取得・処分・減価償却の明細」「支配株主に対する債権債
務の明細」「取締役・監査役または支配株主との間の取引の明細」「自己取引の明細」「役員報酬
額」など会計情報に加え「役員兼務状況」など非会計的な情報が含まれていた（居林・前掲注 
６４頁参照）。附属明細書に関する法改正の詳細や機能（計算書類本体のみならず営業報告書も補
完する附属明細書の重要性，動態的財産目録としての機能）に関して，西山芳喜「附属明細書」
今井宏・田辺康平編『蓮井良憲先生還暦記念　改正会社法の研究』４７９頁以下（法律文化社・１９８４）。
会社法制定後，従来附属明細書記載事項であったものの業務関連事項が事業報告の内容とされ

（現行会社計算規則１１７条参照（詳細につき，弥永・前掲注�５３５頁参照）），直接開示へ格上げさ
れてはいるが（泉田栄一ほか『株式会社会計法』８９頁以下（信山社，２００８）参照），附属明細書
の間接開示が重要である点は変わらない。

 　居林・前掲注 ６５頁参照。
  本文でも述べたとおり，会計帳簿を閲覧させる代わりに，附属明細書を閲覧させるという趣旨

でもあった（戸塚・前掲注�１１１頁）。



主総会決議（昭和４２年期）で役員に選任された事案に関して， 判昭和４５年４月２日民集

２４巻４号２２３頁（昭和４５年 判）は，昭和４０年期の株主総会決議取消しの訴えは，特別の

事情のない限り，訴えの利益を欠くことになる旨判示しているところである。

一方，特に計算書類等に関しては，一つの期の計算書類を前提として次の計算書類が作

成されるという特徴があるので，仮に一つの期の計算書類に総会決議取消しの瑕疵があり

「未承認」の状態に戻れば，それ以降の期の計算書類も影響を受けるという考えも成り立

つ（本稿では「連鎖説」と呼ぶ） 。これに対して，遡及効を制限的に解し，（上記昭和４５

年 判のように）総会決議が次期以降適法になされれば，その期以降個別に違法な点など

が無い限り，以前の期の総会決議取消しの瑕疵は次期以降に及ばないと解釈する立場もあ

る（本稿では「独立説」と呼ぶ） 。独立説は，法的安定性の要請 ，ある年の未処分利益

が任意積立金等として次年度の総会の承認を受けること ，実際に瑕疵のある期の計算書

類の修正・変更の必要はなく再承認をするだけで総会を終わると予想されること  などを

理由とする。一方，連鎖説は，取り消された年度の財務状態を前提にして当該年度の計算

書類を承認する再決議が必要であり，必ずしも同様の内容の再決議となるとは限らないた

め，次年度以降の計算書類についても相応の修正を必要とすると主張する 。

この問題を論じた先例として，チッソ株主総会決議取消判決（ 判昭和５８年６月７日民

集３７巻５号５１７頁 （以下，チッソ事件という））が有名である。これは，被告会社による
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  竹田省「株主総会決議無効判決の効力」京都法学雑誌１３巻４号３７�３８頁（１９１８）は，当時のド
イツの学説を参照して，前年度の計算が違法であればこれを前提とした後の年度の計算書類も必
然的に違法になり，前の総会決議が取消された場合に，それを前提とする後続の計算書類は内容
において違法があることになると説く。龍田節・前掲注�１１７頁も，繰越利益（損失）額が確定
しないため後の期の計算書類が作成されても無効になるとする。

 　今井・後掲注 ２８頁。
 　今井・後掲注 ２７頁。
  ある年度の利益処分決議（Ａ決議）で未処分の利益の全部が任意準備金として積み立てられる

か，繰り越されるチッソ事件 判のような事案であれば，その金額が次年度の計算書類の内容と

なり再び監査・総会での承認を経るので，承認・確定の手続は当該年度に独立して認められると
説く（今井・後掲注 ２８頁）。計算書類に不当な点がなければ承認が得られないはずであるが，
承認が得られている以上，前年度の瑕疵は次年度以降は治癒されたものという考えではないかと
推察できる。なお，弥永真生「判批」岩原紳作ほか編『会社法判例百選［第３版］』８３頁（有斐
閣，２０１６）も，資産・負債は公正妥当と認められる企業会計の慣行に従っているはずで，先行年
度の計算書類を未確定になることを前提としつつ，後続年度において計算書類を適法な手続で承
認した場合は，当該決議には影響を及ぼさないと解するべきだと主張する。

 　今井・後掲注 ２８頁。
  龍田・前掲注�７７頁。他に，高田桂一「判批」ジュリ臨増７１８号『昭和５４年重要判例解説』１２１

頁（１９８０）は，判決と同様の立場をとりながら，当該問題のある期の計算書類の承認決議を改め
て適法になせば瑕疵が治癒されると解して，法的安定性とのバランスをはかる。

  判タ５００号１１１頁掲載。評釈として，弥永・前掲注 ８２頁，中島弘雅「判批」法協１０６巻１１号１０６
頁（１９８９），小林登「判批」鴻常夫ほか編『会社判例百選［第四版］』７２頁（有斐閣，１９８３），今
井宏「判批」商事９８２号２７頁（１９８３），塩崎勤「判例解説」 高裁判所判例解説民事篇昭和５８年度
２０９頁（１９８３）。



大規模な公害問題で社会的にも注目を集めた株主総会において，会場に入りきれなかった

株主を入場させないまま，大混乱の中動議を無視するなどの複数の重大な手続違反のある

状態で第４２期計算書類が株主総会で確定した（なお，株主総会の長さは４分程度）ため，

その株主総会決議取消しの訴えを株主らが提起したが，訴訟係属から判決時までに，以後

の４３期から５４期までの計算書類が総会で確定してしまった（提訴から判決まで１２年）ため，

４２期の総会決議取消しの訴えは，訴えの利益を欠くかどうかが問題となった。 高裁は，

「株主総会における計算書類等の承認決議がその手続に法令違反等があるとして取消され

たときは，たとえ計算書類等の内容に違法，不当がない場合であつても，右決議は既往に

遡つて無効となり，右計算書類等は未確定となるから，それを前提とする次期以降の計算

書類等の記載内容も不確定なものになると解さざるを」得ないと判示しており，連鎖説と

同様の発想に立ちつつ，先行年度の計算書類が未確定となったことに関連する範囲におい

て瑕疵の連鎖を認める立場である （「前提とする」という判示からそれがうかがえる ）。

なお，この問題に関して，独立説も「計算書類の内容自体に違法・不当な点がある」場合

は別異に解するようである 。

本稿は計算書類等の作成義務懈怠を問題としているが，上記のように計算書類の内容自

体に違法・不当な点がある場合には瑕疵は連鎖するとする立場を同様の理由から支持する。

そして，チッソ事件 高裁の立場を前提として，仮に，ある期（α期）の計算書類や附属

明細書が全く作成されていない場面にこれを当てはめると，次の期（α＋１期）以降に仮

に適法な書類を作成して総会の承認を適法に得たとしても，α期の総会決議が取り消され

れば，遡って以降の期の計算書類そのものが未承認の状態に戻るという効果が生ずること

が予想される。

�　株主総会決議取消しの訴えの実効性

以上を総合すると，計算書類等の作成義務懈怠の場面において，上記チッソ事件 高裁

や通説の立場に立てば ，ある期の総会決議を取り消すことで連鎖的に以降の期の計算書

類が未承認の状態に置かれる可能性がある。その結果，再度承認決議を経なければならな

い状態となり，会社は自ずと瑕疵のない計算書類を（再）作成せざるを得ない状態に置か
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 　塩崎・前掲注 ２２５頁。
 　弥永・前掲注 ８３頁。なお，小林登・前掲注 ７３頁も同旨。
  弥永・前掲注 ８３頁，今井・前掲注 ２８頁も同様の留保をつける。なお，弥永・前掲注�３頁。
  判例・通説の立場から考えると，当初から計算書類も附属明細書も作成・備置されていない場

面，計算書類は作成・直接開示されているが附属明細書の作成・備置がない場面等においては，
決議取消しの瑕疵が認められる可能性が高いと考えられる。



れる（なお，裁判例はないが，株主総会決議不存在の瑕疵にもなる可能性がある（次款））。

もっとも，この訴えには「３か月」という厳しい提訴期間（会社法８３１条）が設けられ

ている。この提訴期間内に計算書類等の作成義務懈怠や，仮に書類自体が作成されている

ものの内容に著しい誤記や欠落があるなどの事実に気づき提訴するという限られた場面で

しか決議取消しの訴えは効果を発揮しない。なお，計算書類等が定時株主総会の招集に際

して株主に提供されず，また本店等に備え置かれないことはその株主総会の招集手続の法

令違反に当たりうることを認めつつも，総会決議の取消しは会社にとって大きな不利益と

はならず，計算書類作成・備置のインセンティヴとはならないとする指摘さえある 。そ

の理由として，第一に，定時株主総会での専決事項が計算書類の承認のみで，それ以外の

株主総会で取締役の選任，報酬決定，定款変更を決議することが現行法上は可能である点，

第二に，剰余金の配当ではなく役員報酬その他の形で株主が会社から利益を得ている会社

は計算書類の承認決議が取消されることによる不利益はほとんどない点，第三に，十分に

内部留保がある会社では，計算書類の承認を経ずに定時株主総会以外の総会で剰余金配当

を決議できる点が挙げられている 。果たしてこの説が指摘するような巧妙な方法をとっ

てまで計算書類承認の株主総会を回避する会社がどの程度あるかは予想がつかないが，い

ずれにせよ株主総会決議の取消しの訴えですら計算書類等作成義務懈怠への方策として不

十分であることの一つの証左となる。同説が指摘するように計算書類承認の株主総会決議

を経ない状態を続ける会社に対して，計算書類等を作成させようとしても，結局過料と損

害賠償請求の規定に頼らざるを得なくなってしまう。

３．株主総会決議不存在確認等の訴え

�　株主総会決議不存在確認等の訴え一般と先例

会社法８３０条第１項は，株主総会決議の不存在確認の訴えに関して規定する。上記のよ

うに，計算書類等を作成しないまま，また計算書類承認の総会決議を経ないままにしてお

く事態にこの方法をもって対処できないか。

昭和５６年商法改正前は，株主総会決議の無効確認の規定は存在したが，不存在確認の明

文規定を持たなかったため，この訴えの適否（認めるとした場合，確認訴訟か形成訴訟か，

また対世効を認めてよいか）自体に争いがあった 。そのような中，株主総会の招集手続
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 　弥永真生「会社の計算に関するいくつかの課題」商事２１５３号１４頁（２０１７）。
 　弥永・前掲注 １４頁。
 　奥島ほか編・前掲注�３７６頁［小林］。



も集会も決議らしきものも行われていないのに商業登記簿に登記だけされた事案における

判昭和３８年８月８日判タ１５５号１９０頁が「その決議の内容が商業登記簿に登記されている

場合に，その効力のないことの対世的確定を求める訴の必要性は決議の内容の違法の場合

と何ら異ら」ないとして，不存在確認の訴えを許容した。また，一部株主にのみ電話で役

員変更についての意見を徴しただけで総会を開かず，ただ総会があった旨の虚偽の議事録

と商業登記のみ存在する事案においても， 判昭和４５年７月９日判タ２５２号１５５頁は同訴え

を「商業登記簿に登記されて外見上会社その他の関係人に拘束力を持つかのように見える

株主総会決議が，その効力を有しないことの確定を求める」点において現在の法律関係の

確認の訴えであると性質決定し，前記昭和３８年 判を引用した上で「株主総会の決議がそ

の成立要件を欠いた場合でも，その決議の内容が商業登記簿に登記されているときは，そ

の効力のないことの確定を求める訴が適法であることは，当裁判所の判例（‥（中略）‥）

とする」点などを理由として，同様に総会決議不存在確認の訴えを認めた。このように相

次いで 高裁判決が株主総会決議不存在確認の訴えを認める動きの中，昭和５６年改正にお

いて明文規定が設けられた （昭和５６年改正商法２５２条）。

もっとも，同訴えを許容した上記二つの判例がいずれも「商業登記が存在した」事案で

あったため，同訴えのために商業登記が必要なのか否かについては争いがあった。通説は，

商業登記簿への登記は確認の利益を肯定する一つの指標であるにとどまり，他の場合に同

訴えを否定する趣旨ではないと解していた 。現在も，総会決議を開催した事実が全くな

い場合（にも関わらず議事録に仮装の決議の記載のみがある場合）  には総会決議不存在の

瑕疵があると解されている。計算書類等の作成義務懈怠に加えて，総会決議も全くなされ

ない（加えて，議事録・登記もない）という先例はないが，その瑕疵が放置できないほど

著しいことを考えると，「不存在」に該当すると解するべきであろう。また，事実上総会

決議が存在していても手続上に著しい瑕疵が存する場合  も総会決議不存在の瑕疵に該当

株式会社における計算書類・附属明細書等の作成義務懈怠（千手）

─　　（　　）─51 51

  無効確認に関する昭和５６年改正前商法２５２条を，無効確認の訴えに類推適用する判例・裁判例
が多くなる中，実務上の要請から不存在確認の訴えも明文規定された（稲葉・前掲注�１８１頁，
元木・前掲注�１１３頁）。

  鴻常夫「判批」山本阿母里編『会社判例百選』１２８頁（有斐閣，１９７０），甘利公人「判批」鴻常
夫ほか編『商業登記先例判例百選』９３頁（有斐閣，１９９３），米津昭子「判批」鴻常夫ほか編『会
社判例百選［第五版］』８７頁（有斐閣，１９９２）など。

  堀口亘「判批」鴻常夫ほか編『会社判例百選［第四版］』７７頁（有斐閣，１９８３），奥山恒朗「判
批」山本阿母里編・前掲注 １２５頁。

  堀口・前掲注 ７７頁，奥山・前掲注 １２５頁。例えば，株主９名の会社で代表取締役（自身も
株主）が自分の実子である２名の株主に口頭で総会招集通知をしただけで，６名の株主には招集
通知がなされなかった事案において， 判昭和３３年１０月３日民集１２巻１４号３０５３頁は「所論株主総
会の決議は，なんら法律所定の手続によらず単に親子三名によつてなされたことが明白であるか
ら，これをもつて株主総会が成立し，その決議があつたものといえない旨判示しているのであつ



すると解されており，株主は提訴期間の制限を受けずに訴訟を提起できることとなる。

�　不存在の瑕疵の連鎖

株主総会決議不存在確認の場合であっても，その訴訟係属中に再度株主総会決議がなさ

れてしまった場合等には，取消しの訴え同様「瑕疵の連鎖」が争点となり得る。代表取締

役Ｘ在任中に，他の取締役Ａが勝手に，Ｘが辞任した旨の虚偽の辞任届を作出した上で，

Ｘを除いた取締役会が開かれ，Ａが代表取締役に選任されたという登記がなされた（当該

取締役会も登記も事実とは異なる）事案において， 判平成２年４月１７日民集４４巻３号５２６

頁（以下，平成２年 判という）は「取締役を選任する旨の株主総会の決議が存在するも

のとはいえない場合においては，当該取締役によって構成される取締役会は正当な取締役

会とはいえず，かつ，その取締役会で選任された代表取締役も正当に選任されたものでは

なく（‥（中略）‥），株主総会の招集権限を有しないから，このような取締役会の招集

決定に基づき，このような代表取締役が招集した株主総会において新たに取締役を選任す

る旨の決議がされたとしても，その決議は，いわゆる全員出席総会においてされたなど特

段の事情がない限り（‥（中略）‥），法律上存在しないものといわざるを得ない。」と判

示して，不存在の瑕疵の連鎖を結論として認めている。その後の判例（ 判平成１１年３月

２５日判タ９９９号２２１頁 ， 判平成１３年７月１０日金法１６３８号４０頁）も基本的にこれに沿って

いる。

近は，先行決議を取消訴訟で争っている 中に後行決議がなされ，後者を不存在確認

訴訟で争うという事案に関する裁判例も現れている。まず，平成２７年（取締役選任）の総

会取消原因があることを理由として，平成２８年の総会決議不存在の別訴（招集権のない取

締役により招集されたとの主張）が係属中であった中，平成２９年の総会決議が不存在であ

ることの確認を求めた事案（なお，平成２７年，２８年の総会の瑕疵に関する別訴は棄却され

ている）で，東京地判平成３０年９月６日金判１５５９号４７頁  は「株主総会決議取消しの訴え

は形成の訴えであり，株主総会決議を取り消す判決が確定しない限り，当該決議が有効で
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て，原審のこの判断は相当である。」と判示している。他に，取締役会決議を経ることなく，代
表取締役以外の取締役が急遽口頭で招集して開かれた株主総会に関して， 判昭和４５年８月２０日
判タ２５３号１６３頁は，「法律上の意義における株主総会ということはできない」として，総会決議
が不存在であることを理由として「右決議の無効確認を求める上告人の本訴理由は理由がある」
と総会決議を否定している事例もある。これら二つの事例は，上記の通り昭和５６年改正前（決議
の無効確認の条文しかない）の事例ではあるが，実質は決議の不存在確認を許容した事例とみる
ことができる。

  不存在の瑕疵の連鎖を前提に，後行決議不存在確認訴訟の併合提起を条件として，先行決議不
存在確認の利益を肯定した。

 　北村雅史「判批」法教４７１号１２９頁（２０１９）参照。



あることを前提とすべきであり，これが取り消されるべきであるとして，後の株主総会決

議が不存在であるということはできない」と判示した。一方で，平成２７年までＹ社の取締

役であったＸが，平成２７年の株主総会で解任されたため，平成２７年の株主総会の取消訴訟

でその効力を争っていたが，平成２７年当時の取締役が平成２８年の株主総会で重任されたた

め，平成２８年の株主総会の不存在確認訴訟（主位），取消訴訟（予備）を併合提起した。

この事案において，東京高判平成３０年９月１２日金判１５５３号１７頁  は，上記平成２年 判を

引用した上で，両訴訟の併合提起を条件として，前訴（平成２７年総会）に関する訴えの利

益を認めた。表面上は，二つの訴訟を併合提起しているか否かが，上記二つの平成３０年判

決の結論を分けたように見えるが，実際には形成訴訟と確認訴訟の性質と細かな違い ，

また，取消訴訟において瑕疵の連鎖を論じた昭和４５年 判，チッソ事件 判との関係  な

どが関係しており，論争が続いている。

�　株主総会不存在確認訴訟の実効性

ここで想定を戻して，計算書類等が作成されず総会決議もなされない事案で，仮に株主

総会決議不存在確認の訴えを株主が提起し，認められたとした場合，「計算書類承認の株

主総会が存在しない」点が確認され，ここに既判力が生ずる。それにより，会社はきちん

とした株主総会を開いて，計算書類の承認を行う法的必要性に迫られる。もっとも，平成

２年 判の判決コメントには，「取締役選任決議」以外の事案は「本判決の埒外の問題」

であり，判例の射程が及ばないかのような記載がなされており ，計算書類等の作成義務

懈怠にその考え方を及ぼせるかどうかという点も含め，議論は不明確である 。さらに，

「前訴  と後訴の併合提起を条件として，株主総会決議不存在の訴えにおいても瑕疵の連鎖

が認められる」と考えたとしても，その既判力によって計算書類等を直接作成させる請求

権を株主は持たず執行もできない。なお会社が計算書類や附属明細書を作成・備置しない

状態を続けた場合に過料が課され，損害賠償請求が理論上可能になるだけで，計算書類等
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  酒井一「判批」法教４６２号１５５頁（２０１９），受川環大「判批」リマークス５９巻８２頁（２０１９），吉本
健一「判批」金判１５７７号２頁（２０１９）。

 　受川・前掲注 ８５頁。
  吉本・前掲注  ４�５ 頁は，これら関係を検討した上で，先行決議の取消訴訟の提起は必要であ

るが，後行決議との併合は要件とはならないとの立場をとる。
 　判タ７３２号１９１頁。
  吉本・前掲注 ２頁以下において，４５年 判，５８年 判との関連が深く検討されており，大変

参考になる。
  仮に本文で述べた二つの平成３０年東京地判とそれに関する議論や今後の裁判例等の展開により，

前訴が株主総会決議取消訴訟であっても，不存在確認訴訟である後訴との併合提起を条件として
瑕疵の連鎖が認められるということが明らかにされたとしても，これら訴訟は給付訴訟ではない
ので，本文で述べたとの同様の問題は消えない。



が作成されない事態は結局改善されない可能性が残ってしまう。

４．証明妨害に関する民訴法２２４条

計算書類等を作成していない場面のみならず，総会決議の後破棄・紛失した場面に対し

て，制裁に似たような機能を持つのが民事訴訟法２２４条のいわゆる「証明妨害」に関する

規定である。極めて限られた場面ではあるが，適用の余地はあるので，念のため簡単に検

討する。まず，会社法４４３条  は，計算書類・附属明細書の提出命令が裁判所によってなさ

れうる旨規定する。民訴法上のいわゆる文書提出命令（民訴法２１９条・２２０条・２２３条）は

当事者の申立てによってしかなされないが，会社法４４３条は「計算書類・附属明細書」に限っ

て「申立て」又は「職権」によって同命令がなされうる点を定めた特別法にあたる 。平

成１７年会社法制定前の商法３５条（現行商法１９条４項）は「商業帳簿提出命令」を定めてお

り，これを会社法制定に伴って引き継いだのが４４３条である 。会社法４４３条に違反した場

合には民訴法２２４条の規定が適用され，「計算書類に関する相手方の主張」を真実と認める

ことができる 。なお，文書提出義務（民訴法２２０条）は国に対する義務であり，申立人に

対する私法上の義務ではないので，文書提出命令を債務名義として強制執行できないが ，

計算書類等の情報を訴訟上欲する株主にとっては民訴法２２４条の効果が発生すれば十分で

あろう。なお，これら規定の適用のためには訴訟係属が前提となる。よって，何らか別の

訴訟が取締役・会社と株主との間に係属しているときに，その証拠として用いるために計

算書類・附属明細書の提出命令が発付されたが，会社側が計算書類・附属明細書を作って

いない（又は破棄・紛失した）ことが判明した場合などは民訴法２２４条により，株主側の

主張が真実と認められる効果が生ずる。もっとも，情報面においてそもそも劣位に置かれ

ている株主側が，会社・取締役らの不祥事などを疑って訴訟をしようとする段階で証拠資

料が必要となり，その情報収集に会社法４４２条，同４３３条（会計帳簿）の閲覧謄写請求権が

認められているという趣旨からすると，訴訟係属が前提となるこの制度は本末転倒である。
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 　奥島ほか編・前掲注�４２４頁［前田］参照。
 　奥島ほか編・前掲注�４２４頁［前田］参照。
  奥島ほか編・前掲注�４２４頁［前田］参照。なお，平成１７年改正前商法３５条（現行商法１９条４

項）は，現在までほとんど変容を受けていない。詳細につき，服部榮三・星川長七編『基本法コ
ンメンタール　商法総則・商行為法［第四版］』６０頁［実方謙二執筆］（日本評論社，１９９７），田
中誠二・喜多了祐編『全訂　コンメンタール　商法総則』３６９頁以下（勁草書房，１９７５），竹田省

『商法総則・商行為法［合冊復刻版］』１４９頁�１５３頁（新青出版，１９９７（なお，原典は１９３１年刊））。
 　奥島ほか編・前掲注�４２４頁［前田］参照。
  加藤新太郎・松下淳一編『新基本法コンメンタール　民事訴訟法２』１０５頁［大渕真喜子執筆］
（日本評論社，２０１７）。



Ⅳ　まとめと今後の課題

以上，本稿ではまず，計算書類に関わる過去から現行法までの法改正の変遷を紹介した。

計算書類等を作成していなかった場面について，法はさしあたり過料のペナルティと損害

賠償請求を用意するのみであったが，これらの実効性は疑わしい。そこで，次に，その他

利用できる方法がないかどうかを模索して過去の学説・判例等で問題となった議論を整理・

検証した。計算書類作成が「株主に対する債務」と構成されていない以上，間接強制は難

しい。株主総会決議の瑕疵を攻撃する方法も，一定の圧力を会社に与える効果が期待でき

るが，それでもなお作成しない場合には結局過料と損害賠償請求に頼らざるを得なくなる。

証明妨害に関する民訴法２２４条は既に訴訟係属している場面でしか用いることができない。

以上，本稿を通して，法は「計算書類等を作っていない」事態をあまり想定していない可

能性がある点，また，「計算書類等の作成」そのものに対する義務と違反時のペナルティ・

エンフォースメントが十分でないという点を明らかにした。さらに，そもそもこの計算書

類等は「誰に対して作成するものなのか」（ひいては，誰が作成請求をできるか）という

点が不明確である点がこの問題に関係があることも明らかになったが，誰に対する義務か

を確定することが望ましいことなのかについては別途考察を要する。かかる計算書類等作

成義務懈怠の問題に関しては，さらに視野を広げた理論的な検討を続けたいと考えている。

本稿の締めくくりとして，今後考察がさらに必要となる派生的な問題点についても指摘

したい。本稿執筆中，既に令和元年１２月の段階で 新の改正会社法（以下，改正法という）

が公布されている（施行はされていない） 。改正法の中でも，「株主総会資料の電子提供 」

の項目は本稿と関係があると思われる。これは，現行法上株主総会招集手続において書面

において株主に直送されている書類のうち「株主総会参考書類」「議決権行使書面」「計算
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  法務省「会社法の一部を改正する法律案」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji０７_００２５２.html
（２０１９年１２月２７日アクセス）。なお，本稿執筆時に利用可能であった資料として，例えば，岩崎友
彦ほか編『令和元年改正会社法　ポイント解説 Q&A』１８頁以下（日本経済新聞出版社，２０２０），
近藤光男・志谷匡史『改正株式会社法Ⅴ』９６４頁以下（弘文堂，２０２０），松嶋隆弘『実務が変わ
る！令和改正会社法のまるごと解説』３０頁以下［福原竜一執筆］（ぎょうせい，２０２０），竹林俊憲
ほか「令和元年改正会社法の概要」商事２２２０号４頁以下（２０２０）など。本稿で取り扱う，株主総
会資料の電子提供に関わる論稿として，尾崎安央「株主総会資料の電子提供制度」ジュリ１５４２号
２１頁（２０２０），竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅰ〕」４頁以下（２０２０）など。本文で
は新しい制度の概要のみ述べているので，規定の詳細などに関してはこれら資料をご参照いただ
きたい。

  法務省「会社法の一部を改正する法律」http://www.moj.go.jp/content/００１３１０７６４.pdf, １２
頁�１８頁（２０１９年１２月２７日アクセス）。



書類及び事業報告」「連結計算書類」の情報  に関して，電子提供する旨（電子提供措置 ）

を定款に定めることができるようになる（改正法３２５条の２ ）という制度である。制度の

提案理由は，「現行法上の株主総会情報電子提供の制度（会社法２９９条３項，会社法施行規

則９４条１項）が利用されていないこと 」「株主と株式会社とのコミュニケーションの活発

化 」等とされている。株主側と取締役側には情報の非対称性があるため，事前に会社か

らの情報提供によってそれを補うことは重要である 。IT を活用することは情報の早期提

供につながるとともに，会社にとっても印刷・郵送代の節約となり，また，資料に修正点

が生じた場合の即時対応が可能になる（改正法３２５条の３参照 ）など，株主・会社の両方

にとってのメリットをもたらすものと指摘されている 。上記定款の定めをおいた会社は，

基本的に株主総会の三週間前の日または株主総会招集通知を発した日のいずれか早い日か

ら総会後三か月経過する日まで，継続的に電子提供措置をとらなければならない（改正法

３２５条の３ ）。会社がこのように電子提供措置をとる旨定款で定めても，株主は個別的に

請求することにより当該情報の書面の交付請求は可能である（改正法３２５条の５第１項 ）。

インターネットを通じた開示であるので，不具合や受信者のそのときの状況等様々な事情

により開示が途切れることは容易に想像しうるが，改正法はその全てを違法とはしていな

い。電子提供に中断（株主が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に

置かれないこととなったこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと）が生

じた場合であっても，会社の善意・無重過失・会社の正当な事由（改正法３２５条の６第一号），

中断時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと（同二号），電子提供措置

開始日から株主総会の日までの期間中に中断が生じた場合は，当該期間中に中断が生じた
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 　それぞれ，開示すべき内容の詳細等につき，竹林ほか・前掲注 商事２２２２号 ６�７ 頁。
  「自社のホームページ等のウェブサイト上に株主総会参考書類等の内容である情報等に係る電

子データをアップロードし，株主が情報の提供を受けることができるようにする措置」をいう
（竹林ほか・前掲注 商事２２２２号６頁引用）。パスワードなどを要求し，当該会社の株主のみが提
供を受けることができる状態に置くことも可能で，そこが電子公告との違いとなる（竹林・同６
頁）。

 　法務省・前掲注 「法律」１２頁。
  「会社法研究会報告書」商事２１２９号６頁以下（２０１７）。個別の株主の承諾を得るなど手続の煩雑

さが原因である。
 　前掲注 商事２１２９号６頁。印刷不要となる分早めに株主総会情報を提供できる。
 　尾崎・前掲注 ２２頁。
 　竹林ほか・前掲注 商事２２２２号７頁参照。
 　尾崎・前掲注 ２２頁。
  総会決議取消しの訴えに係る提訴期間（会社法８３１条１項）と揃えている（法務省・前掲注 
「法律」１３頁，竹林ほか・前掲注 商事２２２２号９頁）。

  法務省・前掲注 「法律」１６頁。始期はいくら早くしてもよく，遅くとも３週間前にはアップ
ロードしなければならないという趣旨である（尾崎・前掲注 ２５頁）。非公開会社であっても，
電子提供措置をとる旨定款規定を置いた場合は，招集通知を２週間前までに発しなければならな
い（改正法３２５条の４，尾崎・同２４頁）。



期間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと（同三号），中断が生じた後速やかにそ

の旨，電子提供措置の中断が生じた時間，中断内容について，当該電子提供措置に付して

電子提供措置をとったこと（同四号）などの諸事情に該当する事情があれば，電子提供措

置の効力に影響を及ぼさないとされている（改正法３２５条の６ ）。逆に，改正法３２５条の一

号から四号に該当しなければ「中断」と評価され違法になると考えられる 。なお，振替

株式を発行する会社については，いずれ電子提供制度の利用が義務づけられる 。以上が

新制度の概要である。

計算書類等が十分に開示されない事態を本稿は問題としていたが，特に，コンピューター

ウイルスやハッキングなどによって情報が閲覧できなくなる場合，書き換わってしまう場

合も多いと想像され ，これも改正法３２５条の６各号の要件を満たさなければ中断と評価さ

れると思われる 。しかし，これを外的要因とみるか，内的要因（セキュリティ対策の不

足）とみるかということは技術的な側面とも関係している。さしあたり，改正法３２５条の

６第一号の「善意無重過失」「正当な事由」等の解釈と関係するように思えるが，今後の

解釈の深化・事例の蓄積を待ちつつ慎重な検討が必要となる。株主に書類を直送すること

や，株主の閲覧等請求があったときのために紙媒体・デジタルの情報を整えておくことと，

情報そのものをインターネットで継続的に閲覧可能な状態におき続けることとの間には相

当な違いがあり，他にも議論の必要となる問題は多く生ずる可能性があるが，さしあたり

本稿が論じた「計算書類等が作成されない事態」「作成されないまま株主総会も開かれな

い事態」等は，改正法上の電子提供制度を念頭においても残ると思われる。このような，

新の法改正で生ずる問題も含めて，本稿の論じた諸問題に関して，今後の理論の進展に

配慮しつつ，さらに広い視野をもって 適な対応策を提示するために，筆者も研究を続け

たい。
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 　法務省・前掲注 「法律」１８頁。
  中断の間に株主が情報にアクセスできない事態は，株主総会取消原因になるのではないかと危

惧されている（尾崎・前掲注 ２３頁。また，近藤ほか・前掲注 ９７７頁参照）。
 　竹林ほか・前掲注 商事２２２２号１２頁参照。
  付随して，ウェブサイトのサーバーダウンに対して，総会開催までの間のサーバー保守とセキュ

リティ対策を徹底するとともに，バックアップサーバーと予備ウェブページを公開して備えてお
く方法が実務で提唱されている（岩崎ほか・前掲注 ６９頁）。

 　尾崎・前掲注 ２６頁参照。
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